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大
同
団
結
運
動
と
地
方
政
情

渡

辺

隆

喜

は

じ

め

に

大
同
団
結
運
動
と
は
在
野
に
お
け
る
立
場

の
異
な
る
諸
政
党
政
派
の
合
同
運
動
.で
あ
る
。
主
義
主
張
上
の
小
異
を
超
え
て
反
政
府
と
い

う
大
同
的
目
標
で
団
結
し

ょ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
合
同
的
側
面
か
ら
い
え
ば
こ
の
運
動

の
画
期
は
、
改
進
党
を
含
め
て
民
間
諸
勢
力

を
結
集
し
た
明
治
二
〇
年

一
〇
月
ま
で
の
時
期
、
改
進
党
と
分
か
れ
て
大
同
派
が
成
立
し
、
そ
れ
が
大
同
倶
楽
部
と
大
同
協
和
会
・に
分
裂

す
る
二
二
年
四
月
ま
で
の
時
期
、
大
同
協
和
会
が
自
由
党
を
再
興
し
、
板
垣

の
愛
国
公
党
と
大
同
倶
楽
部
と
の
三
派
が
鼎
立
し
、
や
が
て

こ
れ
ら
が
庚
寅
倶
楽
部
に
結
集
さ
れ
る
二
二
年
六
月
ま
で
の
時
期
の
三
期
に
区
分
さ
れ
よ
う
。
反
政
府
的
性
格
の
面
か
ら
云
え
ば
、
条
約

改
正
運
動
に
大
同
派
と
同
調
し
て
立
ち
上

っ
た
保
守
派
お
よ
び
大
同
倶
楽
部
の

一
部
に
含
ま
れ
た
保
守
派
を
除
外
す
れ
ば
、
他
は
い
ず
れ

も
民
党
的
主
張
を
持
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
諸
勢
力
は
敦
賀
節
減
、
地
租
軽
減
の
要
求
を
基
礎
に
、
減
租
、
外
交
政
策
の
挽
回
、
言
論
集
会

の
自
由
を
要
求
す
る
三
大
事
件

建
白
運
動
よ
り
条
約
改
正
中
止

・
断
行
建
白
運
動
を
経
て
、
水
害

・
凶
作
に
よ
り
顕
在
化
す
る
地
価
修
正

・
軽
減
運
動

へ
と
連
動
す
る
。

こ
の
過
程
は
ま
た
帝
国
議
会
開
設
に
む
け
て
の
選
挙
運
動
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
が
、
と
く
に
そ
れ
は
二
二
年
二
月
帝
国
憲
法
と
と
も
に

公
布
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
選
挙
法
以
来
の

一
年
余

の
時
期

に
顕
著
で
あ

っ
た
。

研
究
史
上
、
こ
れ
ら
諸
種
の
運
動
に
お
い
て
過
去
に
獲
得
目
標
と
さ
れ
た
民
権
は
、
よ
う
や
く
高
ま
り
つ
つ
あ

っ
た
国
権
的
風
潮
に
従

属
化
す
る
と
理
解
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
当
時

に
お
い
て
民
権
的
要
求
を
根
強
く
持
続
し

つ
づ
け
た
の
は
大
同
協
和
会

(
‖
自

由
党

再

興

派
)
の
基
盤
と
な
る
関
東
地
域
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
製
糸
資
本
の
自
立
的
発
展
に
よ
る
土
地
革
変
を
内
包
す
る
貧
農
層
の
要
求
と
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の
関
連
性
の
存
在
を
そ
の
理
由
と
す
る
が
、
果
し
て
事
実
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
関
東
地
域
で
も
大
同
協
和
会
系
で

県
内
が

一
致
し
て
い
た
埼
玉
県
を
対
象
と
し
て
、
広
義
の
大
同
団
結
運
動
の
時
期
す
な
わ
ち
明
治

一
九
年
か
ら
二
三
年
ま
で
の
地
方
政
情

の
特
質
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
時
期

は
、
国
会
開
設
の
直
接
的
な
準
備
期
と
し
て
、
選
挙
運
動
の
み
な
ら
ず

帝
国
憲
法
、
市
町
村
制
の
公
布

.
実
施
期
と
し
て
近
代
国
家
体
制
の
枠
組
み
の
確
立
期
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
の
究
明
は
皆
無
と
い

っ
て
過
言
で
は
な
い
。
戦
後
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
研
究
も
中
央
の
政
治
動
向
に
関
す
る
叙

述
が
主
で
、
地
方
政
治
の
現
状
と
の
か
か
わ
り
で
明
ら
か
に
し
た
も

の
は
な
い
。
こ
こ
で
は
地
方
自
治
の
問
題
を
ふ
ま
え
て
埼
玉
県
下
の

諸
政
社
の
動
向
を
全
国
的
動
向
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
新
設
の
国
会
開
会

の
直
前
、
埼
玉
県
会
議
員
の
有
力
者
の

一
人
永
田
荘
作
は
、
所
属
す
る
改
進
党

の
指

導
者

島

田

三
郎

(衆
議
院
議
員
)
に
書
を
送
り

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

帝
国
議
会
は
史
上
初
め
て
予
藁

審
議
を
翌

よ
・つ
と
し
て
い
る
が
、
数
年
来
民
間
の
輿
論
で
あ

っ
た
政
費
議

を
実
現
し
地
租
軽
減

を
行
う
た
め
、
「真
に
赤
心
を
吐
く
正
当
の
決
議
」
を
期
待
す
る
。
全
国
農
民
の
う
ち
上
等
農
家
は
わ
ず
か

一
五
%
に
す
ぎ
ず
、
下
等
農

家
は
実
に
五
〇
%
に
達
す
る
。
残
り
三
〇
%
余
に
あ
た
る
中
等
農
家
に
し
て
も
以
下
述
べ
る
よ
う
に
生
計
は
不
充
分
で
あ
り
、
下
等
の
貧

農
に
い
た

っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
政
費
節
減
、
地
租
軽
減
に
つ
き
政
府
お
よ
び
反
対
者
は
勝
手
な
弁
説
を
弄
し
て
い
る
が
、
維
新
当

初
の
愛
民
の
誠
意
に
も
ど
り

「
国
会
と
輿
論
の
大
勢
力
」
で
実
現
す

べ
き
で
あ
る
。
特
別
地
価
修
正
説
も
国
会
に
提
案
さ
れ
る
に
先
だ

っ

て
民
間
で
論
じ
ら
れ
た
が
、
民
間
の
疲
弊
、
民
費
多
端
の
お
り
か
ら
ま
ず
今
国
会

で
は
政
費
節
減
と
地
租
軽
減
を
実
現
し
、
し
か
る
後
に

不
公
平
是
正
の
特
別
地
価
修
正
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
埼
玉
県
は
水
害

の
た
め

一
層
疲
弊
し
、
地
方
税
徴
収
も
困
難
で
臨
時
県
会
を
開

設
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
埼
玉
県
の
窮
状
は
ま
た
全
国
を
推
知
す
る
手
段
で
あ
る
の
で
、
「
人
民
休
養
の
道
」
を
開
く

よ
う
議

会

で
活
躍
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
書
簡
に
は
彼
の
時
事
に
関
す
る
心
境
が
歌
に
託
さ
れ
て
い
る
。

ま
ち
わ
ひ
し

か
ひ
こ
そ
な
け
れ
梅
の
花

お
も
ひ
し
ほ
と
は

に
ほ
は
さ
り
け
り

書
簡
に
添
え
ら
れ
た
中
等
農
家
の
生
計
表
を
み
れ
ば
第

一
表
の
よ
う
に
な
る
。
北
足
立
郡
内
に
お
け
る
中
等
村

で
、
地
租

二

円
を
納
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第1表 北足立郡中等村中等農家の年間収支家計

(明治23年現在1町5反 所有農家)

支 入 支 出

一

水田7反 歩 収穫米9石8斗 地租7円

2石2斗5升 飯米 代金18円75銭 地方税及村費 3円

7石6斗5升 販売 代金53円55銭 肥料 ・種 ・農具代 21円

畑6反5散 歩 収穫麦13石 大豆5石2斗

麦6石 鍼料 代金23円40銭

大豆1石1斗 馬飼料 味噌造用 代金9円
地租 3円50銭

残麦7石 代金27円30銭
地方税及村費 1円40銭

残豆3石4斗 代金17円
肥料 ・種 ・農具代 18円90銭

畑5畝 自家用野菜

宅地5畝 地租43銭7厘5毛

地方税及村費18銭

合 計 149円

(ウチ自家 消費分51円i5銭)

55円42銭

差 引 益42円43銭

家族5人 馬所持 毎 日新 聞 明治24年1月15日 雑報

め
、
反
別

一
町
五
反
歩
を
所
有
す
る
中
規
模
農
家

の
場
合

で
あ

る
。
表

に
よ
れ
ば
年
間
利
益

は
四
二
円
弱

で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
農
閑
余
業
と
し
て
の
男

の
駄
賃
送

り
、
藁
莚

・

草
履
作
り
、
女

の
機
織
り
な
ど
九
〇

日
田

の
収
入
五
円
ほ

ど
を
合
わ
せ
れ
ば
、
年
間
収
益

は
四
八
円
前
後
と
な
る
と

い
う
。

一
カ
月

に
す
れ
ば
四
円

で
あ

る
。

こ
れ
を
も

っ
て

一
家
五
人

の
衣
服
代
、
食

用
品
、
諸
交
際
費
、
家
屋
修
理

費
、
協
議
費
、
消
防
費
、
地
方
税
戸
数

割
な
ど
を
負
担

せ

ね
ば
な
ら
ず
、
生
活
す

る
の
は
並
大
抵

の
こ
と
で
は
な

い

こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
書
簡

の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
次

の
と
う
り

で
あ

る
。
歌
に
示

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
明
治
国
家

の
夜

明

け
を
春

の
梅

に
た
と
え

て
、

そ
の
梅
香

が
予
想
し
た
ほ

ど
匂
わ
な

い
と

い
う

こ
と
は
、
新

し

い
明
治
時
代
が
真

の

意
味

で
国
民

の
た
め
の
夜

明
け
に
は
ほ
ど
遠

い
こ
と
を
詠

ん
だ
の
で
あ
る
。
思

っ
た
ほ
ど
の
近
代
と
は
、
云
う
ま

で

も

な
く
民
衆

に
と

っ
て
余
裕
あ

る
生
活

は
も

ち
ろ
ん
生
産

上
、
経
営
上
と
も
発
展

が
可
能

で
あ
る
地
方
自
治

の
確
立

し
た
社
会

の
こ
と
で
あ

る
。
真

の
意

味

の

「
地

方

の
時

代

」

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
生
活

や
生
産
、
経
営

の
余
裕

あ
る
展
開
を
抑
え

て
い
た
の
は
、
云

う
ま

で
も
な
く
軍

国

主
義
化

の
強

い
要
請

の
も
と

で
国
家
事
業
を
優
先
す
る

こ
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と
に
よ

っ
て
、
国
民

に
犠
牲
を
強

い
る
租
税

(
地
租
、
地
方
税
、
町
村
費
)

で
あ

っ
た
。

松
方

デ

フ
レ
後
、
景
気
が
回
復
状
況
に
あ
る
と

は
い
え
、
自
由

民
権
運
動

で
輿
論
化
し
た
地
租
軽
減

の
要
求
が
、
国
会
開
設
を
む
か
え

て
政
費
節
減
と
と
も

に
具
体
的
政
治
的
要
求
と
し

て
日
程

に
の
ぼ

っ
た
の
で
あ
る
。
書
簡

は
人
民

の
代
表

と
し
て
衆

議
院
議
員
は
国
会

の

場

で
、
政
費
節
減
、
地
租
軽
減
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民

の
負
担
を
軽
減
し
、
人
民
休
養

の
途
を

こ
う
ず

べ
き
立
場

に
あ
る
こ
と

を
訴
え

た
も

の
で
あ

っ
た
。
地
租

一
一
円
を
納
入
す
る
農
家
と
は
ま
た
県
会

議
員

の
被
選
権

を
も

つ
階
旭

で
あ
り
、

こ
れ
ら
階
層

の
窮
乏

化

は
ま

た
選
挙
権
を
も

つ
農
家
と
と
も
に
県
会
基
盤

の
動
揺

に
連

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
会
議
員
有
権
者
層

の
動
揺

と
な

っ
た
か
ら

で

あ
る
。
府
県
会
議
員
お
よ
び
国
会
議
員

の
選
挙
権
、
被
選
権
を
も

つ
有
志
者

の
動
向

が
、

こ
の
時
期

の
地
方
的
政
治
情
勢

に
大
き
く
反
映

し
た
の
で
あ
る
。

(
1注

毎
日
新
聞
、
明
治
二
四
年

一
月

一
五
ロ

雑
報

以
下
同

埼
玉
県
政
の
展
開
と
特
質
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自
由
民
権
派

の
主
張
す
る
立
憲
国
家
の
地
方
制
度
は
、
地
方
庁

の
組
織
、
職

制
、
地
方
長
官
の
権
限
等
の
改
善
な
ど
種
々
な
問
題
が
あ

っ
た
が
、
就
中
、
重
要
視
し
た
の
は
地
方
議
会
の
問
題
で
あ

っ
た
。
地
方
議
会
は
当
時
、
府
県
会
開
設
以
来
の
地
方
官
と
議
会
と
の
対
立

に
よ
る
原
案
修
正
の
繰
返
し
と
、
法
律
上
の
権
限
を
め
ぐ
る
争
論
の
連
続
を
排
し
、
国
会
開
設
を
間
近
か
に
ひ
か
え
て
立
憲
政
体

の
基
礎

と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
が
説
か
れ
て
い
た
。
地
方
人
民
に
会
議
の
稽
古
を
さ
せ
る
立
憲
政
体
実
施
の
準
備
期
で
あ

っ
た

一
〇
年

代
に
対
し
、
地
方
自
治

の
砦
と
し
て
の
地
方
議
会

の
真
の
役
割
が
問
わ
れ
る
時
期
と
な

っ
て
い
た
。

明
治

一
〇
年
代
後
半
、
各
府
県
で
議
会
と
地
方
官
と
の
問
で
法
律
上
の
見
解
を
異
に
し
、
争
論
を
醸
成
し
た
の
は
議
会
の
権
限
の
狭
隣

性
に
原
因
が
あ

っ
た
。
こ
と
に
議
会
決
議

の
許
認
可
権
と
地
方
税
を
も

っ
て
支
弁
す

べ
き
事
業

の
決
定
権
は
地
方
長
官
が
握
り
、
そ
の
事

業
経
費

の
み
を
議
会
の
審
議
に
委
ね
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
争
論
発
生
の
二
大
因
と
な

っ
て
い
る
。
地
方
税
支
弁
の
事
業
は
そ
の
経
費
と

密
接
な
関
係
を
有
し
、
経
費
増
減
の
議
論
は
必
然
的
に
事
業
の
伸
縮
の
問
題
と
関
連
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
方
官
が
事
業
内
容
を
決

め
て
原
案
を
提
出
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
議
会
に
お
い
て
は
全
く
賛
成
を
し
な
い
か
ぎ
り
は
、

つ
ね
に
対
立
し
修
正
す
る
状
況
に
あ

っ
た
わ



け

で
あ

る
。
そ
の
た
め
地
方
税
に
関
す
る
全
権

は
、
す

べ
て
議
会
に

一
任

す

べ
き
だ
と
す

る
主
張

は
、
地
方
自
治
確
立

の
前
提
と
し
て
強

く
叫

ば
れ

て
い
た
。
く
わ
え

て
府
県
会

に
お
け

る
政
府

へ
の
地
方
事
情

に
関
す
る
建
議
も
、
単

に
政
府
当
局
者

の
注
意
を
喚
起
す
る
に
す

ぎ
な
い
現
状
を
反
省
し

て
、
建
議
を
請
願
に
改
正
し
、
請
願
権
を
認
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
当
局
者

の
こ
れ

に
対
す

る
許
否

の
理
由
を
明
確

に
す
る
よ
う
.要
求
し

て
い
た
。

一
方
、
議
権

の
確
立
と
同
時

に
府
県
会
議
員
選
挙
権

の
拡
充

も
主
張
し
た
。
府
県
会
規

則
に
よ
れ
ば
地
租

一
〇

円
以
上

の
納
入
者

に
被

選
権
、
同
五
円
以
上
を
納
め
る
も

の
に
選
挙
権
を
与
え
た
が
、
制
限
選
挙
制
を
主
張
す
る
改
進
党
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
普

通
選
挙
制
を

説

く
自
由
党
系
勢
力

は
な
お
さ
ら
選
挙
権

の
拡
大
を
期

待
し
た
。
彼
ら

の
主
張

の
要
点

は
府
県
会

の
審
議
す

る
地

方

税

は
、
地

租

(国

税
)

に
限
ら
ず
営
業
税
、
雑

種
税

な
ど
も
含
む

の
で
、

い
や
し
く
も
租
税

を
出

す
も

の
は
皆
同

一
の
権
利
を
与
え
る

べ
き
だ
と

い
う

の
で

あ
る
。

そ
の
う
え
で
民
意
を
代
表
す

る
議
会
を
開
き
、
現
今

の
府
県
会
規
則

に
あ
る
議
員

の
自
由

な
発
言
を
規
制
す

る
条
項
を
改

正
し
、

(
1

)

地
方
官
そ
の
ほ
か
の
不
正
行
為
者
に
対
し
て
は
議
会
で
公
表
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「弾
劾
す
る
の
権
」
を
有
す
べ
き
だ
と
い
う
。

こ
れ
ら
当
時

の
意
見
は
府
県
会
を
地
方
自
治
の
拠
点
と
し
て
、
国
会
開
設
に
と
も
な
う
立
憲
政
体

の
地
方
的
拠
点
な
ら
し
あ
よ
う
と
す
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る
も

の
で
、
民
権
派
な
か

ん
ず
く
自
由
党
系

の
人

々
に
よ

っ
て
強

く
主
張
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
と
も
な
い
民
政

の
改
良
が
期
待

さ
れ
、

1

集
会
言
論
出
版

の
自
由

の
ほ
か
政
費
節
減
お
よ
び
地
租
軽
減

に
よ
る
人
民
生
活

の
安
定
化

が
、
地
方
税
支
出

の
軽
減

と
も
関
連

し
て
意
図

さ
れ

て
い
た
。

と

こ
ろ

で
埼

玉
県
会

の
現
実

は
ど
う

で
あ

っ
た

ろ
う
か
。
明
治

一
九
年
よ
り
二
三
年
度

に
か
け

て
の
県
議
会

で
の
問
題
を
検
討

し
て
み

よ
う
。こ

の
時
期
埼

玉
県
会
を
め
ぐ

っ
て
発
生

し
た
問
題
に
は
県
庁
移
転

問
題
、
常

置
委
員
選
出
問
題
、
警
察
費

お
よ
び

警

察

機

密

費

問

題
、
議
員

日
当
問
題
な
ど
が
あ

っ
た
。
二
三
年

に
は
大
水
害

の
た
め
被
害
を
め
ぐ
る
特
別
予
算
審
議

の
た
め

の
臨
時
県
会

が
開

か
れ
、
地

租
補
助
問
題
を
通

じ
こ
れ
よ
り
展
開
す

る
地
租
軽
減
、
地
価
修

正
運
動

の
直
接
的
契
機

と
な

っ
た
。
当
時

の
県
議
会

の
大
勢
を
み
る
と
第

二
表

の
よ

う
に
な
る
。
圧
倒
的
大
勢
を
占

め
た
改
進
党
は
、

二
〇
年
代

に
は
い
り
漸
減

し
、

か
わ

っ
て
自
由
党
が
進
出
す
る
。
部
別

に
み

れ
ば
北
足
立
、
新
座
、
比
企
、
横
見
、
秩
父
、
中
、
北
葛
飾

に
改
進
党
県
議
が
多
く
、

こ
の
時
期

の
自
由
党

は
入
間
、
高
麗
、
南
埼
玉
郡

で
伸
長
す
る
。
何
故

に
こ
の
地

で
自
由
党

が
進
出
す
る
か
は
地

租
と
の
関
連

で
後
述
す
る
。
特
異
な
地
位
を
占
め

て
い
る
の
は
大
里
、
榛



第2表 埼玉県議会の勢力分野
〕

改 選 期

選 挙 区

明治18.20
(第5期)

明治20,11
(第6期)

明 治23. 3

(第7期)

明治25
(第8期)

2

北 足 立 ・新 座
改 畠 中 改 畠 中 改 畠 中 改 自 中

6 5 5 5 1

入 間 ・ 高 麗 6 5 5 2 4

'

秩 父 3 3 3 1 3

比 企 ・横 見1 31
1・

11 3 1 4

児玉 ・賀美 ・那珂1 21
1・

2 1 24 1 1 1

大里 ・榛沢 ・幡羅
・男食 5 5 1 3 1 1

北 埼 玉 23 2 3 1 4 2 3

南 埼 玉 4 4 1 2 3 1 3

北 ・ 中 葛 飾 4 3 1 4 2 2

合 3046 26 77 25 105 21 14 5

青木平八 「埼玉県政と政党史」

浜
、
幡
羅
、
男
食
郡
と
96
接
す

る
児
玉
パ
賀

美
、
那

珂
郡

で
、
中
立
系
議
員

(内
実
は
御
用
派
)
が
多
く
を
占
め
、
北

埼
玉
郡
は
他
部
と
は
逆
に
、
圧
倒
的
に
強
か

っ
た
自
由
党
が

中
立
派
の
進
出
を
許
す
郡
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
勢
力
分
野
の
変
化
を
前
提
と
し
て
県
議
会
内

の
問
題
を
み
れ
ば
、
明
治

一
九
年
に
発
生
し
た
熊
谷
町

へ
の

県
庁
移
転
問
題
は
、
議
長
加
藤
政
之
助
を
中
心
と
す
る
議
会

内
多
数
派
の
浦
和
派

(
11
改
進
党
)
に
対
す
る
中
立
派
系
議

員
の
多
い
熊
谷
派
の
対
抗

で
あ

っ
た
。
後
者
に
は
反
加
藤
派

反
改
進
党
派

の
県
北
の
自
由
党
議
員
が
気
脈
を
通
じ
て
い
た

と
い
う
。
事
件
は
薩
派
に
属
す
る
県
知
事
吉
田
清
英
が
当
時

の
県
会
に
絶
対
多
数
を
占
め
る
改
進
党

の
勢
力
を
削
ぎ
、
独

断
的
施
政
を
行
う
た
め
熊
谷
町
出
身
の
県
第
二
部
長
長
谷
川

敬
助
と
図
り
、
熊
谷
県
合
併
以
来
か
ち
の
県
庁
移
転
を
期
待

す
る
県
北
住
民
の
気
持
を
利
用
し
て
、
極
秘
裡
に
県
庁
移
転

の
認
可
を
得
よ
う
と
し
た
た
め
発
生
し
た
。
内
務
大
臣
の
決

裁
を
あ
お
ぐ
直
前
に
こ
の
こ
と
を
知

っ
た
加
藤
政
之
助
は
改

進
党
県
議
を
召
集
し
、
直
ち
に
移
転
反
対
運
動
を
展
開
し
、

山
県
内
相
に
陳
情
し
そ
の
阻
止
に
成
功
し
た
。
こ
の
事
件
は

浦
和
と
熊
谷
と
い
う
地
域
的
対
立
に
政
党

的
対

立

が
重
複

し
、
く
わ
え
て
こ
の
対
立
を
利
用
し
民
党
勢
力
の
切
り
崩
し

を
ね
ら
う
県
知
事
の
思
惑
と
交
錯
し
て
発
生
し
た
。
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第3表 埼玉県令の議長および常置委員

明18.12 明20.11 明21・・1明 ・a「

議 長 加 藤政之助 加藤 政之助 加藤 政之助 加藤政之助

副 議 長 高橋荘右衛門 高橋荘右衛門 高橋荘右衛門 福 田 久 松

常置委員

加藤 政之助 加藤政之助 加藤 政之助 高橋荘右衛門

高橋荘右衛門 高橋荘右衛門 永 田 荘 作 八 木 橋 克

福 島 耕 助 福 田 久 松1田 中 万次郎 片 岡 勇三郎

福 田 久 松 蕪 軟 ㈲ 已 辺宗三郎 三須文右衛門

稲 村 貫一郎 鈴木書誌㈲1稲 村 貫蜘 篠 田 清 嗣

埼玉県議会東 舞1巻 巻末付表

第
二
は
常
置
委
員
選
出
問
題
で
あ
る
。
当
時
、
県
会
に
絶
対
多
数
を
占
め
た
改

進
党
は
県
会
議
長
、
副
議
長
は
も
ち
ろ
ん
有
力
県
議
が
選
任
さ
れ
る
常
置
委
員
も

独
占
し
て
い
た
。
当
時

の
委
員
は
第
三
表

の
と
う
り
で
あ
る
。
明
治
二
〇
年

二

一

月
、
県
議
半
数
改
選
後
に
開
か
れ
た
役
員
改
選
お
よ
び
地
方
税
歳
入
追
加
予
算
を

審
議
す
べ
き
臨
時
集
会
に
お
い
て
、
議
長
お
よ
び
副
議
長
は
再
選
さ
れ
た
が
、
常

置
委
員
の
改
選
で
問
題
が
発
生
し
た
。
当
時
七
名

の
少
数
派
な
が
ら
雄
弁
を
も

っ

て
審
議
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
自
由
党
県
議
は
常
置
委
員
に
割
り
込
み
を
図
り
、

改
進
党
内
の
反
加
藤
派
と
む
す
び
斎
藤
と
鈴
木
を
当
選
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
自
選

投
票
し
た
斎
藤

の
行
為
が
卑
劣
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
た
め
彼
は
辞
職
の
ハ
メ
と
な

り
、
斎
藤
の
投
票
状
況
を
洩
ら
し
た
議
長
加
藤
も
辞
任
に
お
い
こ
ま
れ
た
。
い
わ

ゆ
る
自
選
投
票
問
題
で
あ
る
。

こ
の
後
、
辞
任
者
相

つ
ぎ
二

一
年
四
月
に
再
び
新

37

陣
容

と
な

っ
た
。

1

第

三
は
警
察
費

お
よ
び
警
察
機
密
費

の
問
題

で
あ
る
。
県
庁
移
転
、
常
置
委
員

問
題

が
県
会
内

の
党
派
的
問
題
と
す
れ
ば
、

こ
の
問
題

は
官
選

県

知

事

対

議

会

の
、

い
い
か
え
れ
ば
権
力
対
人
民
と

の
対
立

で
あ
る
。
警
察
費

を
直
接

に
問
題
と

す
る
ま
え

に
、
当
時

の
予
算
審
議

の
状
況
を
計
数
化

す
れ
ば
第
四
表

の
よ
う
に
な

る
。
支
出
は
主
要
費
目

の
み
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
県
知
事
提
出

の
原
案

に

対

す
る
議
会

の
可
決
額
を
修

正
率
と

し
て
み
た
も

の
で
あ
る
。
総
額

で
比
較

す
る

と
、
明
治

一
九
年
以
降

二
三
年
ま

で
、

い
ず
れ
も
減
額
と
な
り
、

こ
の
減
額
修
正

率

は

一
九
年
が
総
額
五

一
七
六
八
円
減

で
八

・
四
二
%
、

二
〇
年
が
総
額

五
〇
三

五
五
円
減

で
八

・
六
五
%
、
二

一
年

は
こ
の
間

の
最
高

の
総
額

一
〇
万
六

二
五
八

円
減

の
二
〇
%
余
と
な

っ
て
い
る
。
支
出
費
目

と
の
関
連

で
み
れ
ば
、
土
木
費

お



第4表 埼玉県会の予算審議結果表

(単位:百 円)

明治19年 明治20年 明治21年 明治22年 明治23年

原案可決修正
率

原案可決修正率 原案可決修正率 原案可決修正
率 原案可決修正

率

支

出

警察費及警
察庁舎建築修 繕 費 11541123 2%1136 1114 、%1114 1108 。箆1116 1083 3%1120 1G85 3㍗

土 木 費 1034861 16.7 1001 710 29.1 1348 637 52.8 827 581 297 ユ202 1143 5.0

町村土木
補 助 費

477 24・1・2・503 378 249 487 299 3&7 571 770
十

34.8
298 290 2.7

教 育 費 230 221 243 240 200 188 189 189 182 175

郡 吏 員
給 料

650 610 610 605 597 597 486 481 487 443

戸長以下
給 料

1五60 1ユ60 1160 1160 327 232

監獄及同
建築修繕費 1257 1219 3.0 993 942 5.2 960 912 5.1 908 908 955 922 3.4

合 計 6149 5631 &4 5819 5315 &7 5243 4181 20.3 4325 4157 3.9 4962 4761 4LO

収

入

地 租 割 2332 1165 50.0 2350 2098 10.7 1977 1409 28.7 1399 1269 9.3 1874 1731 7.6

営 業 税 1299 1295 1252 1197 962 962 998 998 986 988

雑 種 税 384 379 409 412 389 405 431 431 444 452

戸 数 割 1160 1023 11.8 1049 918 12.5 785 593 24.4 598 598 809 157 a5

雑 収 入 250 250 224 232 426 414 384 354
1352135・

繰 越 金 93 93 273 273 187 ・8・1 333 333
1…1・ ・◎1

国 庫
下 渡 金

266 266 262 257 186 185川 ・8・・7gl 1861・86

他 316 ・・1 77 1 1

合 計 6149 5631 8.4 5819 5385 7.5 5243 ・・8・1・ぴ343 41703.6 5044 4851 3.8

埼玉県議会史 第1巻 単位以下四捨五入
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よ
び
町
村
土
木
費
補
助

の
減
額
修

正
率
が
も

っ
と
も
高

い
、

こ
れ
に

つ
い
で
減
額
率

の
高

い
の
は
警
察
費
及
警
察
庁
舎
建
築
修
繕
費
、
監

獄
及
監
獄
建
築
修
繕
費
な
ど

で
あ

る
。
教
育
費

や
郡
吏
員
給
料

は
ほ
と

ん
ど
修

正
さ
れ
ず
、
戸

長
以
下
給
料

は
二

一
年
を
最
後

に
し
て
町

村
費
支
弁

に
移
管

さ
れ

る
た
め
、
県
予
算

か
ら
は
削
除

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
も
関
連

し
て
県
庁

原
案
お
よ
び
決
議

の
総
額

は
二
二

年
ま

で
毎
年
減

っ
て
い
る
。
松
方
デ

フ
レ
の
影
響
が
県
会
審
議

に
よ

っ
て

一
層
緊
縮

し
て
表

現
さ
れ

て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
民
権
派

が
要

求
し

て
い
た
地
租
軽
減

は
、
他
方

で
は

こ
の
よ
う
な
地
方
財
政

の
緊
縮
と
税
負
担

の
軽
減
と
し
て
要
請
さ
れ

て
い
た

の
で
あ

る
。

支
出
に
対
す

る
収
入

の
減
額
修
正
率

は
、
支

出

の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
傾
向

を
示

す
が
、
費

目
別

に
み
れ
ば

と
く

に
地
租
割
と
戸
数
割

に
高

い
こ
と
が
わ

か
る
。
土
地
所
有
者

と
貧
民

へ
の
配
慮

に
よ
る
も

の
で
、
地
租
軽
減
と
と
も
に
地
租
付
加
税

的
な
地
方
税

の
軽
減
を
意

図
し

た
結
果

で
あ

る
。
県
か
ら
内
務
大
臣
宛

の
一
=

年
度

の
県
会
景
況
報
告

に
よ
れ
ば
、
「
講
中
多
少
、
減
額

ア
リ

シ
モ
敢

テ
施

行

上

二

(
2

)

影
響

ヲ
及

サ
サ

ル
ヲ
以

テ
総

テ
之

ヲ
認
可

セ
リ
」
と
記
し
た
が
、
実

は

こ
の
表
現
は

「
議
決
中
大

二
減
額

二
過

キ
、
或

ハ
全
集
否
決

ノ
モ

〔
3

)

ノ
ア
リ
ト
錐
、
敢
テ

(中
略
)
認
可
セ
リ
」
と
い
う
文
章
を
修
正
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
県
会

で
は

一
方
で
道
路
改
築
事
業
の
停
止

を
建
議
し
て
お
り
、
表
現
の
変
更
は
不
急

の
土
木
関
係
費
を
削
減
し
て
ま
で
民
力
休
養
を
は
か
ろ
う
と
す
る
人
民
側
の
強
い
要
請
に
動
揺

し
た
白
已
の
立
場
の
表
白
で
あ

っ
た
。

埼
玉
県
に
お
け
る
警
察
費
問
題
は
、
二

一
年
に
桶
川
警
察
署
改
築
寄
付
金
お
よ
び
機
密
費
に
関
し
て
起

っ
て
い
る
。
桶
川
警
察
署
問
題

は
改
築
の
た
め
募

っ
た
寄
付
金
が
、
県
庁

の
独
走
に
よ
る
法
律
違
反
と
み
な
さ
れ
、
議
会
で
は
実
態
調
査
委
員
に
大
島
寛
爾
ら
七
人
を
選

び
、

こ
の
問
題

の
調
査
を
依
任
し
た
が
、
そ
の
結
果
も
寄
付
金
は
知
事

の
越
権
行
為
と
断
定
し
た
た
あ
、
直
接
に
議
会
で
の
知
事
答
弁
を

求
め
て
紛
糾
し
た
事
件
で
あ
る
。
結
局
、
知
事

の
陳
謝
で
落
着
と
な

っ
た
が
、
背
景

に
は
寄
付
金
と
称
す
る
第
二
、
第
三
の
租
税
的
な
強

制
出
金
に
対
す
る
住
民
の
反
発
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
問
題
は
同
時
期
に
全
国
的
に
起

っ
て
い
た
警
察
機
密
費
の
問
題
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
従
来
、
県
予
算
の
表
面
に
登
場
す

る
こ
と
の
な
か

っ
た
警
察
…機
密
費
が
、
二
二
年
度
予
算
を
審
議
す
る
二

一
年
県
会
に
は
じ
め
て
提
案
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
機
密
費
が
機

密
た
る
ゆ
え
ん
は
警
察
が
当
時

の
支
配
体
制
を
守
る
た
め
、
反
体
制
派
を
封
じ
こ
め
る
た
め
に
そ
の
多
く
を
利
用
す
る
費
用
だ
か
ら
で
あ

る
。
当
然
当
時
の
急
進
派
た
る
自
由
党
系
の
人
々
か
ら
の
批
判
は
強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
全
国
的
に
、
こ
の
機
密
費
を
め

ぐ

っ
て
府
県
会
と
知
事
と
の
衝
突
が
起

っ
て
い
る
。
埼
玉
県
会

で
は
桶
川
警
察
署
問
題
が
起
る
直
前
に
提
案
さ
れ
、
機
密
費
の
使
途
に
つ
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い
て
質
問
が
集
中
し
た
も

の
の
、
隣
接
諸
県
と
比
較

し
て
少
額

で
あ

っ
た

こ
と
が
幸

い
し

て
紛
糾

に
い
た
ら
ず
、

原
案

一
七
〇
〇
円

に
対

(
4

)

し

一
二
五
〇
円
に
修
正
可
決
さ
れ
た
。
修
正
率
は
二
六

・
五
%
と
高
い
。
当
時
、
東
京
、
京
都
、
大
阪
を
は
じ
め

一
九
府
県
で
こ
の
問
題

を
め
ぐ

っ
て
衝
突
が
起
り
、
議
事
中
止
や
廃
案
と
な

っ
た
場
合
も
多

い
、
こ
れ
ら
官
と
民
と
の
対
立
の
背
景
は
、
機
密
費
の
明
確
化
に
と

も
な
う
出
費
の
増
大
と
、
そ
の
使
途
に
対
す
る
重
大
な
批
判
が
内
在
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

第
四
は
議
員
日
当
の
増
額
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
二

一
年
度
埼
玉
県
会
は
不
急
の
土
木
費
を
削
る
建
議
の

一
方
で
、
議
員
の
旅
費
日

当
の
増
額
を
求
め
る
建
議
を
行

っ
て
い
る
。
建
議
は
改
進
党
の

一
県
議
か
ら
議
事
録
調
査
員
委
設
置
の
た
め
の
滞
在
日
数
の
増
加
を
理
由

に
六
三
七
円
余

の
増
額
要
求
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
同
じ
改
進
党
の
高
橋
荘
右
衛
門
か
ら
議
員
は
名
誉
職

で
あ
る

か
ら
増
額
は
必
要
な
い
と
の
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。
同
党
所
属
県
議
の
福
島
耕
助
も
、
「議
案

雲
向

ツ
テ
頻
り

ニ
減
額

ヲ
唱

ヘ
ル
ノ

ニ

(
5

)

対

シ
テ

ハ
、
先

ヅ
已

レ
ノ
領
収

ス

ヘ
キ

モ
ノ
ヨ
リ
之

ヲ
減
ズ

ル
が
至
当
」
と
し
て
反
対
し
た
が
、
採

決

の
結
果
は
賛
成
過
半
数

で
可
決
成

立
し

た
。
福
島

の
指
摘

し
た
よ
う

に
、
県

の
原
案

の
減
額
修

正
を
求
め
た
県
会

に
お

い
て
、

一
方

で
は
少
額
な
り
と
も
自
己

の
た
め
の
増

額
を
求
め

て
許
可
さ
れ
た
こ
と

は
、
議
会

の
活
躍
を
注
視

し
て
い
る
人

々
に
奇
異

の
念
を
起
す
に
充
分

で
あ

っ
た
。

こ
の
問
題
を

め
ぐ
り

増
額
派

の
改
進
党

に
対

す
る
減
額

主
張

の
自
由
党
と

い
う
党
派
的
対
立

の
図
式
は
、
埼
玉
県
会

で
は
生
ま
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
議
会
外

の
自
由
党
系

の
壮
士
か
ら
は
激
し

い
批
判

の
対
象
と
な

っ
た
。

翌
二
二
年

一
月
に
は
県
内

の
自
由
党
系

の
有

力
者
根
岸
貞

三
郎
、
吉

田
茂
助
、
飯
野
喜

四
郎
、
矢
部
忠
右
衛
門
ら
は
、
「
県
会

議

員

日

(
6

)

当
増
加
事
件

に
は
、
充
分
な
る
調
査
を
遂
げ
、
来
る
二
月
上
旬
に
開
会
の
筈
な
る
第
二
回
埼
玉
県
人
懇
親
会

へ
提
出
し
て
当
否
を
決
議
」

に
問
わ
ん
と
計
画
し
て
お
り
、

一
方
、
当
時
、
行
動
的
な
壮
士
の

一
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
原
又
右
衙
門
は
、
埼
玉
輿

論

会

を
組

織

(
7

＼

し
、
県
議
会

に
対

し

「
勧
告

状
」
を
提
出
し
た
。
埼

玉
県
人
懇
親
会

の
詳
細

は
不
明

で
あ
る
が
、

そ
の
直
後

の
勧
告
状

の
提
出

で
あ
る
だ

け
に
密
接
な
関
連

の
も
と

で
行
な
わ
れ

て
い
る
。
懇
親
会
は
三
月

一
七

日
に
大
宮

で
も
開
催

さ
れ

た
ら
し
く
、

こ
の
会

に
お

い
て
は

「
県

会
議
員

日
当
増
額

ノ
決
議

ハ
、
社
会

ノ
財
況

二
反

シ
、
人
民

ノ
生
計

三
民
リ
、
輿
論

ノ
制
裁

ヲ
揮

テ
ザ

ル
不
当

ノ
所

為
」
と

し

て
、
「
小

利

二
眩
惑

セ
ラ
良
心

ノ
反
照

ヲ
蔑

三
七

ル
者

ニ
シ
テ
、
充

分
徳
義
上

ノ
破
廉
祉
罪

ヲ
構
成

ス
」
と
決
議

し
た
。
原

の
勧
告
状

の
要
点
も
ま

た
こ
の
点

に
あ
り
、
全
県

の
代
表
者

た
る
議
員
の
利
巳
主
義
的
態
度

へ
の
批
判

に

つ
ら
ぬ
か
れ
、
県
下
輿
論

に
し
た
が

っ
た
行
動
を
と
る

よ
う
勧
告

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
勧
告
と
大
同
派
政
社

「
埼
玉
倶
楽
部
」

の
結
成

が
無
関

係

で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
後
述
す

る
。
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当
時
、
全
国
的
に
も
諸
種

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
府
県
議
会
と
県
民
と

の
間

で
対
立
す

る
機
会
も
多
く
な

っ
て
お
り
、
議
会

を
輿
論

と
直

結

し
た
代
表
者
会
議
と

み
る
旧
自
由
党
系

の
人

々
、
と
く
に
壮
士

は
反
輿
論
的
な
行
動

を
と
る
府
県
会
議
員

に
対

し
、
議
員
辞
職
勧
告

で

議

し
て
い
た
。
改
進
党
系
の
読
売
新
聞
は
、
覆

の
府
県
会
竃

三

原
因
た
る
壮
士
の
袈

ハ
、
チ
ト
学
楚

入
り
て
学
問

す

る
が

宜
し
」
と
壮
士
批
判
を
展
開
し
、
逆
に
旧
自
由
党
系

の
新
聞
は
改
進
党
系

の
府
県
会
紛
争
批
判
に
反
批
判
し
、
「
俗
人

一
輩

の
如

く
之

を

以
て
忌
む

べ
し
厭
ふ
べ
し
・
摸

す
べ
し
と
為
す
も
の
に
襲

」
と
し
て
・
か
え

っ
て

轟

も
競
争

ハ
進
歩

の
母
に
し
て
轟

ハ
量

の

父
」
と

し
て
、
社
会
進

歩

の
う
え
で
対

立
が
生
ず
る

の
は
当
然

で
あ
る
と
主
張
し

て
い
た
。
議
員
主
導

の
府
県
会
を
支

持

す

る

改

進

党

と
、
県
下
輿
論

の
反
映
を
主
張
す
る
旧
自
由
道
系

の
人

々
と
の
対
抗
が
、
埼

玉
県
議
会

を
あ
ぐ

っ
て
も
う
ず

ま
い
て
い
た
。

以
上

の
よ
う
に
埼

玉
県
政
も

ま
た
官

(
県

・
国
)
と
民

(議
会
)
と

の
対
立
を
主
軸

に
、
自
由
、
改
進
両
党

の
対
抗
を
横
軸
と
し

て
展

開
し

て
い
た

の
で
あ
り
、
帝

国
議
会
開
設
を
目
前

に
控

え
て
、

そ
の
対
抗

は

一
層
激

し
さ
を
増
す
時
期

で
あ

っ
た
。

以
下
、
自
由
、
改
進

両
党
を
中
心
と
す

る
当
時

の
政
治
運
動
を
検
討

し
て
み

よ
う
。

注　 　 　 　 　 　 　 　
98765421
))))))))

、

自
由
灯

明
治

一
九
年
二
月
二
〇
日
社
説

(3
)

明
治
二
二
年

「
庶
務
部
」
記
録
報
告
雑
款

埼
玉
県
立
文
書
館

埼
玉
県
議
会
史

第

一
巻

八
四
五
ペ
ー
ジ

同
書

八
五
四
ペ
ー
ジ

東
京
公
論

明
治
二
二
年

一
月

一
六
日
雑
報

越
谷
市
史
五

五
四
〇
ペ
ー
ジ
、
東
京
公
論

明
治
二
二
年
五
月

一
一
日
雑
報

「埼
玉
輿
論
会
の
勧
告
状
」

読
売
新
聞

明
治
二

一
年

=

一月

一
九
日
社
説

「
頃
日
の
府
県
会

ハ
国
会
法
に
抵
触
す
る
こ
と
多
し
」

東
京
朝
日
新
聞

明
治
二

一
年

一
一
月
二
七
日
社
説

「府
県
会
紛
擾
の
二
大
原
因
」

三
大
事
件
と
地
方
自
治

以
下
同
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明
治

一
八
年

一
二
月
、
内
閣
制
度
が
改
革
さ
れ
総
理
大
臣
伊
藤
博
文

(長
州
)
を
中
心
と
す
る
薩
長
藩
閥
内
閣
が
成
立
し
た
。
外
務
に



井
上
馨

(長
)、
内
務
に
山
県
有
朋

(長
)
、
司
法
に
山
田
顕
義

(長
)、
大
蔵
に
松
方
正
義

(薩
)
、
文
部
に
森
有
礼

(薩
)、
海

軍

に
西

郷
従
直

(薩
)、
陸
軍
に
大
山
巌

(薩
)
を
配
し
、
薩
長
の
均
衡
を
と
り
な
が
ら
も
む
し
ろ
長
州
主
導
の
体
制
で
出
発
し
た
。
東
京

の
警

察
権
を
掌
握
す
る
警
視
総
監
に
は
薩
摩
出
身

の
三
島
通
庸
が
抜
擢
さ
れ
、
福
島

・
栃
木
の
両
県
令
と
し
て
政
党
弾
圧
に
尽
し
た
経
験
が
か

わ
れ
た
。
こ
の
政
府
は
国
民
が
国
政
に
参
画
す
る
国
会
開
設
に
先
立

っ
て
、
国
家
に
好
都
合
の
体
制
を
早
め
に
樹
立
し
、
民
衆
の
運
動
に

一
定
の
制
約
を
与
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
た
。

総
理
伊
藤
は
自
身
欽
定
憲
法
の
準
備
に
あ
た
り
、
外
相
井
上
は
欧
化
主
義

の
立
場
か
ら
条
約
改
正
事
業
を
担
当
し
、
内
相
山
県
は
地
方

自
治
制
を
用
意
し
、
法
相
山
田
は
法
典
編
纂

に
着
手
し
、
文
相
森
は
国
家
主
義
的
教
育
を
、
海
相
西
郷
は
軍
備
増
強
に
よ
る
軍
国
日
本
の

建
設
に
そ
れ
ぞ
れ
努
力
し
た
。
こ
の
こ
と
は
国
会
開
設
前
に
民
衆

の
意
向
を
無
視
し
て
推
進
さ
れ
た
た
め
、
当
然
に
人
民
の
た
め
の
人
民

に
よ
る
国
民
国
家
の
樹
立
を
目
指
す
民
衆
の
反
政
府
運
動
を
強
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

秩
父
事
件
や
大
阪
事
件
が
終

っ
て
、
折
か
ら
の
松
方
蔵
相
に
よ
る
デ
フ
レ
政
策
の
不
景
気
で
沈
退
し
て
い
た
政
治
運
動
は
、
景
気
の
回

復
に
と
も
な
い
再
び
活
発
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
。
明
治

一
九
年
四
月
、
解
党
し
た
自
由
党
と
異

っ
て
改
進
党
は
党
大
会
を
開
催
し
、
政

府

へ
の
建
議
を
決
定
し
た
。
当
面
す
る
課
題
と
し
て
ま
ず

「地
方
分
権
ヲ
請

フ
ノ
建
き

「一夏

墾

会

ノ
畠

ヲ
求

ム
ル
ノ
建
寧

を
提

出
し
た
。
地
方
分
権
に
関
す
る
建
議
は
、
府
県
会
の
権
限
を
拡
張
す
る
こ
と
、
戸
長
お
よ
び
郡
区
長
を
公
選
す
る
こ
と
を
提
議
し
た
が
、

そ
の
要
点
は
府
県
会
に
お
け
る
権
限
を
地
方
税
の
収
支
決
算
に
限
ら
ず
、
地
方
税
支
弁

の
事
業
に
関
す
る
審
議
に
ま
で
拡
大
し
、
議
員
の

選
挙
権
を
地
租
に
か
え
て
地
方
税
を
基
準
と
す
べ
き
こ
と
と
、
あ
わ
せ
て
知
事
と
府
県
会
と
の
法
律
上
の
紛
争
は
、
各
府
県
会
を
代
表
す

る
二
名
つ

つ
の
議
官
を
含
ん
だ
元
老
院
に
よ

っ
て
処
理
す
る
よ
う
訴
え
て
い
る
。
集
会
言
論
の
自
由
に
関
す
る
建
議
は
、
国
会
開
設
を
控

え
て
政
治
活
動
の
活
発
化
を
ね
が
い
、
単
に
政
府
内
の
内
閣
制
改
革

の
如
き
改
良
の
み
が
国
会
準
備

で
は
な
く
、
民
間
に
お
け
る
国
会
準

備
も
助
長
す
る
た
め
、
集
会
言
論
の
自
由
を
阻
害
す
る
法
律
の
撤
廃
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
府
県
自
治
を
中
核
と
す
る
地
方
自
治
お
よ

び
政
治
的
自
由
確
立
の
要
求
で
あ

っ
た
。

一
方
、
解
党
以
来
、
大
阪
事
件
で
旧
党
員
の
中
心
部
分
が
多
数
逮
捕
さ
れ
て
い
た
旧
自
由
党
の
政
治
勢
力
が
、
再
び
結
集
の
契
機
が
与

え
ら
れ
た
の
は
、

一
九
年

一
〇
月
の
全
国
有
志
懇
親
会
で
あ
る
。
同
月
二
四
日
、
東
京
の
井
手
村
楼
に
開
か
れ
た
こ
の
懇
親
会
に
は
、
埼

玉
か
ら
の

一
名
を
含
め
全
国
で
二
〇
四
名
が
出
席
し
た
。
発
起
人
総
代
星
享
は
開
会
の
理
由
を
、
沈
退
せ
し
政
治
運
動

の
覚

醒

を
ね

が
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い
、
従
来

の
激
し
き
党
争

の
弊
を
正
し
、
四
年
後

の
国
会
開
設

に
そ
な
え
る
こ
と
、
「
小
異
を
捨

て

s
大
同
を
旨
」
と
す
る
に
あ

る

と

主

張
し
た
。

こ
の
会

に
は
多
勢

の
旧
自
白
党
員
と
と
も
に
改
進
員
党
も
参
加

し
て
い
る
。

大
同
団
結

の
萌
芽
と
も

い
う

べ
き

こ
の
会
も
、

旧
自
由
、
改
進
両
党

と
も

に
底
流
に
二

つ
の
潮
流

が
伏
在
し
て
い
た
。
旧
自
由
党
系
勢

力

は
自
由
党

の
再
興
を
ね
が

い
政
党
組
織

を
企

て
る
星
享
派
と

こ
れ
に
批
判
的
な
土
佐
派
と

の
対
立

で
あ
り
、
す

で
に
こ
の
懇
親
会

の
準

備
会

の
席
上

で
星
は
、
土
佐
派

に
対
し

「
前
年

マ
テ

ハ
高
知

モ
社
会

ノ
為

メ

ニ
尽
カ

シ
タ
レ
ト
モ
、
数
年

已
来

一
人

モ
尽
カ

ス
ル
者

ナ
シ

(
3

)

(
中
略

)
、
故

二
吾
輩
今

日

二
尽
力

セ
ズ

ン
バ
社
会

ハ
益

々
退
歩
」
す

る
と

一
層

の
努
力
を
要
請
し

て
い
た
。
改
進
党

の
側

で
も
島

田
三
郎

(
4

)

は
党
派
心
を
去
る
は
今
日
の
急
務
た
る
こ
と
を
主
張
し
、
大
同
団
結
の
運
動
に
協
調
す
る
態
度
を
表
明
し
た
が
、同
じ
改
進
党
で
も
「政
府

(
5

)

ヨ
リ
間
接

二
運
輸
会
社
ノ
手

ヲ
経
テ
保
護
金
ヲ
受
ケ
居

ル
ヤ
ノ
嫌
疑
」
を
う
け
た
報
知
新
聞
の
社
員
を
中
心
と
す
る
三
田
派
狸
報
知
派
と

島
田
の
属
す
る
毎
日
派
11
喫
鳴
社
派
と
は
隆
然
と
し
た
党
内
の
左
右
二
派
を
な
し
で

い
た
。
大
同
団
結
の
運
動
に
は
左
派
の
哩
鳴
社
系
の

人
々
が
熱
心
で
あ

っ
た
。

(㌔

年

三

月
に
は
後
憂

次
郎
が
東
北
漫
遊
に
出
発
し
、
「政
府

ノ
改
皇

熱
心
シ
改
良
成
テ
始

メ
テ
政
党
ヲ
組
織
ス
ル
事

コ
ソ
順

ナ

リ
」
と
説
き
、

ま
ず
政
党

よ
り
も

「
裡
面

ノ
交
際
」
を
密

に
す

る
よ
う
地
方
有
志

に
訴

え
て
い
る
。
諸
派
合
併
し
団
結

し
て
大
同
に

つ
く

よ
う
強
調
し
、
全
国
有
志
懇
親
会
を
契
機

に
も
り
上

っ
た
大
同
団
結

の
考

え
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

っ
た
。

一
九
年
後
半

よ
り
急
速

に
も
り
上

っ
た

こ
の
運
動
は
、

二
〇
年

に
は

い

っ
て
条
約
改
正
、
板
垣
受
爵
問
題
を
め
ぐ

っ
て

一
層
高
揚

す
る

と
と
も

に
、

一
方

で
複
雑

な
様
相
を
呈
す
る
に
い
た
る
。
受
爵
問
題

で
足
車

は
、
大
阪

の
有
志
者
と

「
板
垣
受
爵

シ
タ

ル
ヲ
以

テ
、
斯

ル

(
7

)

無
節
操

ノ
人
物

ト
将
来
共

二
政
治
上

ノ
運
動

ス
ベ
カ
ラ

ス
ト
議
決
」
し
、
分
離
独
立
を
主
張
し

て
土
佐
派
と
対
立
し
た
。

こ
の
問
題

を
め

(
8

)

ぐ

っ
て
は

「
在
京
党
員
86

力
如

ク
混
雑

ヲ
極
」

め
、
ま
た
地
方
有
志
者

の
疑
惑
を
深
め
た
と
い
う
。
土
佐

人
で
は

一
人
中
江
兆
民

の
み
批

判
者

で
あ

っ
た
。

こ
の
騒
動

は
、
板
垣
や
土
佐
派
か
ら

の
分
離
独
立
は
政
府

の
受
爵

の
目
的
を
達
成

さ
せ
る
も

の
と
み
る
良
識
派

の
存
在

に
よ

っ
て
、

一
応
お
さ
ま

っ
た
が
、
以
後

こ
の
対
立
は
長
く
尾
を
ひ
く

こ
と

に
な

っ
た
。

一
方
、
板
垣
受
爵

の
直
後
、
欧
州

よ
り
帰
朝
し
た
農
商
務
相
谷
干
城

は
条
約
改
正
を
含

め
、
内
閣

の
政
略
を
批
判

し
辞
職
し
た
。
す

で

に
勝
安
房
も
時
弊

二

一
力
条

に

つ
い
て
内
閣

に
建
白

し
、
法
律
顧
問
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
条
約
改
正
草
案
中

の
裁
判
権

に

つ
い
て
忠
告
す

る

意
見
書
を
内
閣
に
提
出
し

て
お
り
、
谷
下
野
を
契
機
に
政
府

の
失
政
批
判
が

一
斉

に
行
な
わ
れ
る
に
い
た

っ
た
。
批
判
行
動

の
先
頭

に
は
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在
京

の
壮
士

が
立

っ
て
い
た
。
と
く
に
受
爵

で
有
志
者

の
声

望
を
失

っ
た
板
垣

一
派
は
、
「
自
今
数
層
激
烈

ノ
運
動

ヲ
為

シ
、
受

認

セ

シ

(
9

)

モ
精
神

ノ
変

ラ
ザ

ル
事

ヲ
社
会

二
知

ラ
シ
ム
ル
決
心
」
を
し
た
。
そ
し
て

「
全
国

ヨ
リ
政
府

二
上
書
請
願
書

ヲ
奉
呈

シ
、
大

二
現
内
閣

ノ

(-o

)

失
政

ヲ
鳴

ラ
シ
、

一
変
更

ヲ
来

タ
サ
ン
ト
」
計
画

し
、

こ
れ
に
対
抗
す
る
星
派
と
も
云
う
べ
き
関
東
、
東
北

の
旧
自
由
党
員

一
派

は
土
佐

派

以
上

に
強
力
な
運
動
を
推
進

す
る
こ
と
を
申
合

わ
せ
て
い
る
。

当
時
、
各
地
方

よ
り
内
閣
に
提
出
す

る
請
願
書

の
内
容

に

つ
い
て
、

九
月

二
三

日
在
京
有
志
者

が
決
定
し
た
項

目
は

つ
ぎ

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

「
官
吏
無
責
任

ノ
弊
、
外
交
上

ノ
弊
、
官
吏
撰
任
上

ノ
弊
、
理
財
上

ノ
弊
、
裁
判
上

ノ
弊
、
獄
事

ノ
弊
、
言
論
圧

抑

ノ
弊
、
官
吏
好
商
連
合
私
営

ノ
弊
、
立
法
上

ノ
弊
、
官
吏

ノ
邪
悪
、
官
吏
怠
慢

ノ
弊
、
土
木

ノ
弊
、
地
方
議
会
干
渉

ノ
弊
、
鑑
賞
濫
爵

(
11

)

ノ
弊
」
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら

一
四
項

の
時
弊

に
関

し
、
各

々
五
枚
以
上

の
論
文
と
し
て
各
地
有

志
者

に
回
覧
す
る
こ

と

を

申

合

わ

せ

(
12

)

た
。
し
か
し
、
九
月

二
七

日
に
は
関
東
以
北

の
旧
自
由
党
員

は
会
合
し
、
請
願
運
動
は

「
今
回

ノ
条
約
改
正
事
件
失
策

ノ

一
事

ノ
ミ
」
を

(13

)

も

っ
て
政
府

に
迫
ま
り
、
「
現
内
閣

ヲ
変
更
」
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。

(
14

)

一
〇
月
四
日
に
は
浅
草
鴎
遊
館
に
全
国
有
志
懇
親
会
を
開
き
、
出
席
者
二
〇
〇
余
名
は

「大
同
共
進

ノ
精
神
」
を
申
合
わ
せ
て
い
る
。

埼
玉
県
か
ら
も
永
田
荘
作
、
高
橋
安
爾
、
星
野
平
兵
衛
、
大
島
寛
爾
、
高
橋
荘
右
衛
門
ら
改
進
党
、
旧
自
由
党
の
中
心

人
物

が
出
席

し

た
。
だ
が
そ
の
席
上
、
星
享
派

の
壮
士
が
改
進
党
左
派
の
指
導
者
沼
間
守

一
を
殴
打
し
た
た
め
、
こ
れ
を
契
機
に
大
同
団
結
運
動
に
対
す

る
改
進
党
の
熱
意
は
急
速
に
冷
え
て
い

っ
た
。

一
〇
月
二
九
日
に
は
在
京
二
府

一
五
県
の
有
志
総
代
は
会
議
を
開
き
、
上
書
建
白
は

二

月

一
〇
日
限
り
と
す
る
こ
と
、
上
京
者
は
た
y
ち
に
全
国
有
志
大
懇
親
会
を
開
く
こ
と
を
巾
合
わ
せ
て
、
東
京
通
信
者
よ
り
各
地
通
信
所

へ
連
絡
し
た
。
こ
れ
よ
り
建
白
の
た
め
有
志
者

の
上
京
が
相

つ
ぎ
、

一
一
月

一
五
日
に
は
浅
草
井
生
村
楼
に
全
国
有
志
懇
親
会
が
四
〇
〇

余
名

の
出
席
で
開
か
れ
て
い
る
、
改
進
党
よ
り
の
出
席
者
は
尾
崎
行
雄

の
み
で
あ

っ
た
。
埼
玉
県
で
は
矢
部
忠
右
衛
門
、
岩
岡
美
作
、
近

藤
圭
三
ら
い
ず
れ
も
旧
自
由
党
系
の

一
五
人
が
出
席
し
た
。

当
時

の
建
白
を
府
県
別
に
整
理
す
れ
ば
第
五
表
の
よ
う
に
な
る
。
建
白

の
内
容
は
条
約
改
正
問
題
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
ほ
か
、
地
租
軽

減
、
言
論
集
会
の
自
由
を
あ
わ
せ
て
も
り
こ
ん
だ
建
白
も
多
か

っ
た
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
三
項
を
も

っ
て
三
大
事
件
と
称
し
た
。
総
件
数

一
〇
二
件

の
う
ち
条
約
改
正
の
み
を
も

っ
て
建
白
し
た
件
数
は
三
三
件
に
達
し
、
北
陸
、
東
北
に
多
い
。
逆
に
条
約
改
正
、
地
租
軽
減
、

言
論
集
会
の
自
由
の
三
大
事
件
を
建
白
し
た
も
の
は
四
四
件
に
達
し
、
高
知
県
を
中
心
と
し
た
関
西
地
方
に
多
い
。
政
治
や
財
政
改
革
に
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第5表 府県別室大事件建白数

(明治20年)

府 県

建白数
内 容 別 建 白 数

署名者数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
'一

形 1 1

宮 城12ユ1

5

115031

島10 9 1 460

潟 5 5 438

長 野 3 2 1 279

[ 梨 1 1 4

茨 城 2 11 181

栃 木 6 1113 393

、 群 馬 1 1 49i

千 葉 4 121 1786

東 京 1 1 1

富 山 2 11 2475

福 井 1 1 167

岐 阜 1 1 1168

愛 知 3 12 8

三 重 1 1 1

京 都 1 1 92

大 阪 3 12 658

兵 庫 11 1 27
一

島 根 11 1 7
一

岡 山 13 i2 53
一

高 知1 32 1130 28977

愛 媛 71 1141 528

合 計 ・・21 333744429 42130

元老院 「明治二十年建白一覧表」

建白内容は①条約改正のみ ② 減租または言論集会のみ ③ 条約改正と

言論財政または減租と言論のみ ④ 条約改正 ・言論集会 ・減租 ⑤ 減租

言論のほか地方自治 ⑥ 三大事件のほか憲法案公示 ⑦ 政治または財政

更革を主張 、

145



つ
い
て
建
白
し
た
も
の
も
九
件
あ
り
、
地
方
自
治
の
確
立
、
憲
法
草
案

の
公
示
要
求
な
ど
当
時
の
民
間
に
お
け
る
政
治
的
要
求
を
す
べ
て

網
羅
し
て
い
た
。

署
名
者
数
は
正
確
か
否
か
わ
か
ら
な
い
。建
白
総
代
が
署
名
し
た
の
み
の
も
の
も
あ
り
、早
急
の
際
と
り
あ
え
ず
上
京
者
が
署
名
し
て
提

出
し
、
あ
ら
た
め
て
有
志
者
の
署
名
が
集
め
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
三
大
事
件
に
関
す
る
建
白
数
も
表
示
数

が
全
て
で
は
な
い
。
県
庁
に
提
出
さ
れ
た
ま
ま
元
老
院
に
届
い
て
い
な
い
建
白
も
あ

っ
た
し
、
調
印
準
備
中
の
地
方
も
少
な
く
は
な
い
。

翌
年
春

に
か
け
て
元
老
院
ま
た
は
県
庁
に
提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
表
示
以
外
に
も
数

一
〇
件
に
の
ぼ
る
。
保
安
条
例
公
布
に
よ
り
上
京
中

の
中
心
的
活
動
家
の
東
京
退
去
が
強
制
さ
れ
、
三
大
事
件
建
白
運
動
の
弾
圧
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
運
動
は
当
時
の
全
国
的
な
反
政
府

運
動
の
最
た
る
も
の
で
あ

っ
た
。

(
15

)

埼
玉
県

の
場
合

を
み
る
と
、
第
五
表
に
は
み
ら
れ
な
い
も

の
の
建
白
総
代
と
し

て
斎
藤
珪
次
、
篠

原
萬
吉

ら
を
出
京

さ
せ
て
お
り
、
ま

た
建
白

の
た
め

の
上
京
者
を
中
心
に
開
か
れ
た
全
国
有
志
懇
親
会

に
は

一
五
人
が
出
席
し

て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

こ
の
運
動
に
対

し

決
し
て
無
関
心

で
は
な
か

っ
た

こ
と
は
、
建
白
前
夜
と
も
云
う

べ
き

一
〇
月
二

一
日
に
、
浦

和
玉
蔵
院

に
政
談
演
説
会

を
開
き
、
東
京

か

・り
山
里

、太
郎
、
荒
川
高
俊

自

署

り
の
弁
士
を
招
き
、
聴
衆
六
〇
〇
余
人
に
当
面
の
政
治
豊

を
議

し
、
懇
親
会
で
は

「有
志
者

の
団
結
を
謀
り
、
東
京
を
始
め
各
地
の
有
志
者
と
互
ひ
に
連
絡
を
通
じ
て
、
政
治
改
良
を
計
画
す
る
の
決
議
」
を
し
て
い
た
こ
と
で
も
明

ら
か
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
元
老
院

へ
の
建
白
が
何
故
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
翌
年
二
月
に
は
比
企

郡
の
改
進
党

の
有
志
者
片
岡
勇
三
郎
、
遠
山
甚
右
衛
門
、
岡
部
雄
作
ら
が
地
租
軽
減
の
建
白
書
を
提
出
し
た
こ
と
よ
り
み
れ
ば
、
建
白
体

制
が
当
時
整

っ
て
い
な
か

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

三
大
事
件
建
白
運
動
を
主
導
し
た
旧
自
由
党
系

の
勢
力
が
埼
玉
県
下
に
お
い
て
結
集
し
た
時
期
が
遅
か

っ
た
こ
と
が
、
建
白
で
き
な
か

っ
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
が
、
個
人
的
に
三
大
事
件

の
な
か
で
も
地
租
軽
減
に
関
心
を
示
し
た
人
々
は
多
い
、
旧
自
由
党
員
の
岡
田
正
康

(
17

)

は
、

二

一
年

一
月

に
内
大
臣

三
条
実
美

に
建
白

し
、
国
費
節
減

と
地
租
お
よ
び
地
方
税

の
軽

減
を
請
願
し
た
。
そ

の
内
容

は

つ
ぎ

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た
。
三
大
事
件

の
建
白

は
軽
躁
者
ま
た
は
壮
年
輩
が
名
声

を
博
す
た
め

の
行
為

の
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
る
面
が
あ
る
が
、

い
く
ら
彼
ら
が
奔
走
し

ょ
う
と
も
地
方
が
富
裕

で
あ
れ
ば
多
く

の
人

々
が
署
名
す
る
筈

が
な

い
。
現
実

は
貧
困
だ
か
ら

で
あ
る
。
わ
が
埼

玉
県

は
今

日
ま
で
請
願
書
を
出
す
も

の
が
な

い
と

こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
他
府
県
に
比
較

し
て
多
少

は
土
地
豊
饒

で
あ
る
の
か
も
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知
れ
な
い
。
だ
が
、
私
の
体
験
す
る
と
こ
ろ
で
は
そ
う
と
は
云
え
な
い
。
参
考

の
た
め
土
地
収
益
表
を
奉
呈
す
る
の
で
、
供
覧

の
う
え
以

下
に

つ
い
て
歎
願
し
た
い
。

ま
ず

「
国
費
ヲ
節
約
シ
テ
軽
減
ス
ル
事
」
で
あ
る
。
国
家
を
維
持
す
る
も
の
は
農
民
で
あ
り
、
農
は
天
下
の
大
本
で
あ
る
。
最
近
は
商

工
は
景
気
回
復
の
兆
候
あ
る
も
、
農

は
ま
す
ま
す
疲
弊
す
る
ば
か
り
で
あ
る
の
で
地
租
を
軽
減
す
る
た
め
政
費
節
減
を
期
待
す
る
。
第
二

は

「地
方
制
度
ヲ
改
革
シ
地
方
税
ヲ
減

ス
ル
事
」
で
あ
る
。
郡
役
所
を
統
合
し
、
部
長
委
任
事
務

の

一
部
を
戸
長
に
委
ね
、
人
民
の
郡
役

所
出
頭
経
費
を
節
減
す
る
。
第
三
は

「戸
長
役
場
区
域
ヲ
拡
メ
、
地
方
税
井
町
村
費
ヲ
減
ス
ル
事
」
で
あ
る
。
町
村
制
度
を
改
革
し
小
戸

長
役
場
を
統
合
し
、
村
吏
を
少
数
と
す
れ
ば
地
方
税
、
町
村
費
と
も
に
軽
減
で
き
る
。
第
四
は

「町
村
ノ
経
済

ハ
一
切
其
町
村
会
議

二
委

ス
可
キ
事
」
で
あ
る
。
町
村
費
は
正
租
七
分
の

一
を
超
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
制
限
が
あ
る
が
徒
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
土
木
費
は
協

議
費
と
称
し
て
金
穀
、
人
足
を
徴
発
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
現
状
で
は
正
視
の
七
分
の
三
に
も
あ
た
る
。
町
村
経
済
は
す
べ
て
町
村
会

に
委

ね
、
政
府
は
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
。
町
村
自
治
を
完
全
と
す
る
よ
う
地
方
制
度

の
改
革
を
期
待
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

岡
田
の
提
出
し
た
作
益
表
に
よ
れ
ば
、

一
人
当
り
年
間
衣
食
住
費
は

一
八
円
九
〇
銭
で
あ
る
と
い
う
。
仮
り
に

一
家
七
人
と
す
れ
ば
、

=
二
二
円
余

の
収
益
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
水
田
五
町
歩
、
畑
三
町
歩
を
所
有
す
る
富
裕
な
農
家
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で

あ

っ
て
、
そ
れ
以
下
の
農
家
の
疲
弊
の
現
実
を
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
強
調
す
る
。
ま
し
て
農
家

の
現
実
は

一
、
二
町
歩
以
下
の

所
有
者
が
多
か

っ
た
。
岡
田
が
こ
の
建
白
を

「北
足
立
郡
蔵
宿
連
合
兼
白
幡
村
連
合
戸
長
」

の
肩
書
き
で
提
出
し
た
の
は
、
現
実
の
地
方

行
政

の
末
端
実
務
担
当
者
と
し
て
、
政
策
と
実
態
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て
地
方
自
治
確
立
の
政
治
的
信
念
を
主
張
し
た
か

っ
た

か
ら
で
あ
る
。
岡
田
の
右

の
ご
と
き
主
張
は
、
当
時

の
世
論
と
く
に
旧
自
由
党
系
の
人
々
の
主
張
と
共
通
性
を
も

つ
ば
か
り
か
、
む
し
ろ

徹
底
さ
せ
て
い
る
面
を
も

っ
て
い
る
。
政
費
節
減
に
よ
る
地
租
軽
減
、
地
方
税
、
町
村
費
の
軽
減
に
よ
る
農
家
経
済
の
自
立
、
富
裕
化
を

基
礎
に
町
村
会
の
権
限
確
保
に
よ
る
町
村
自
治
の
確
立
、
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
府
県
自
治
、
国
会
自
治

へ
の
展
望
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

三
大
事
件
建
白
運
動
は
条
約
改
正
問
題
を
突
破
口
と
し
な
が
ら
地
租
軽
減
、
地
方
自
治
の
確
立
、
言
論
集
会
の
自
由
を
ね
が
う
地
方
豪

農
層
の
期
待
を
背
景
と
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
運
動
は
全
国
的
に
も
り
上
り
、
地
方
の
政
治
活
動
も
演
説
会
を
中
心

に
盛

ん

に
な

っ

た
。
演
説
会
を
全
国
的
に
み
れ
ば
、
政
談
演
説
会
は
明
治

一
九
年
度
の
総
会
数
四
四
八
に
対
し
、
二
〇
年
度
は

一
一
一
七
会
に
達
し
、
二
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一
年
度

に
は

一
六
〇

一
会

に
も
な

っ
た
。
二

一
年
度

に
は
こ
れ
以
外

の
非
政
談
演
説
会
は
八
七
六
五
会

も
あ

っ
た
か
ら
、
演
説
会

は
届
出

だ
け
で

一
万
〇

三
六
六
会

に
達
し

て
い
た
。

一
九
年
度

か
ら
二
〇
年
度

に
か
け

て
の
増
加
は
、

「
八
月
条
約
改
正
会
議

ノ
中
止

ヲ
機

ト
シ
、

各
地
到

ル
処

元

三
政
談

ノ
熱
度
ヲ
増
加
シ
、
麗

々
四
方

三
舞

シ
、
外
交
政
略
、
内
治
改
良

言
口藁

版

ノ
畠

又

ハ
租
税
軽
馨

ノ

事

二
関

シ
、
建
白
請
願
等

ヲ
ナ
サ
ン
カ
為

メ
、
故

ラ

ニ
懇
親
会
又

ハ
演
説
会

ヲ
開

キ
タ

ル
者
多
キ

二
曲

ル
」

と
83
明
さ
れ
て
い
る
。
埼
玉

県

の
場
合

も
同
様

で
、

一
九
年
度

二
三
会

の
政
談
演
説
会
は
、

二
〇
年
度

に
五
九
会

に
増

し
、
と
く
に
熊
谷

お
よ
び
川
越
多
方
に
多

か

っ

た
。　 　 　 　 　

1817161514
)))))

_(((_(_(((注
1211109764321
))))))))))
、 、 、

明
治

一
九
年

「改
進
党
大
会

二
於
テ
議
決
セ
シ
建
議
ノ
写
」
三
島
家
文
書

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

自
由
党
虫

下
巻

一
五
四
ペ
ー
ジ

明
治
二
〇
年

「
旧
自
由
党
員
懇
親
会
ヲ
閉
ク

ニ
付
準
備
ノ
為
メ
相
談
会
ヲ
開
ク
之
景
状
」
三
島
家
文
書

前
掲

(5
)

明
治

一
九
年

「
改
進
党
員
島
田
三
郎
談
話
」
三
島
家
文
書

前
掲

明
治

一
九
年

「
後
藤
象
次
郎
漫
遊
始
末
」
三
島
家
文
書

前
掲

(8
)

明
治
二
〇
年

「
板
垣
受
爵
ノ
件
」
三
島
家
文
書

前
掲

明
治
二
〇
年

「
条
約
改
正
問
題

二
は
巷
説
」
三
島
家
文
書

前
掲

明
治
二
〇
年

「
星
寺
請
願
書
呈
出
ノ
件
」
三
島
家
文
書

前
掲

明
治
二
〇
年

「
上
書
内
容
細
目
」
三
島
家
文
書

前
掲

(13
)

明
治
二
〇
年

「
墨
字
帰
京
後
ノ
旧
自
由
党
方
針
」
三
島
家
文
書

前
掲

明
治
二
〇
年

「
連
合
有
志
親
睦
会
ノ
件
」
三
島
家
文
書

前
掲

自
由
党
史

下
巻

二
八
三
ペ
ー
ジ

絵
入
自
由
新
聞

明
治
二
〇
年

一
一
月
二
日
雑
報

「
浦
和
の
演
説
会
及
び
有
志
懇
親
会
」

明
治
二

一
年

「
上
陳
書
」
三
条
家
文
書

国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

明
治
二
〇
年

「
内
務
省
報
告
」

国
立
公
文
書
館
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町
村
制
研
究
会
と
改
進
党

三
大
事
件
ま
で
旧
自
由
党
系
の
諸
勢
力
と

一
応
協
調
し
て
き
た
改
進
党
は
、
そ
の
運
動
の
高
揚
期

に
た
も
と
を
分
ち
、
わ
ず
か
に
尾
崎

行
雄
、
角
田
真
平
ら
を
残
し
て
手
を
ひ
い
て
し
ま

っ
た
。
く
わ
え
て
井
上
外
相
辞
任
の
後
、
伊
藤
総
理
の
兼
任
し
て
い
た
外
相
の
ポ
ス
ト

に
、
改
進
党
の
実
質
上
の
首
領
大
隈
が
就
任
す
る
に
お
よ
ん
で
、
改
進
党
と
旧
自
由
党
系
勢
力
と
の
対
立
は
決
定
的
と
な

っ
た
。

当
時
、
改
進
党

の
内
部
は
三
派
に
分
か
れ
て
い
た
。
改
進
党

の
党
務
に
不
熱
心
で
も

っ
ぱ
ら
大
隈
を
お
し
立
て
て
政
府
内
部
に
勢
力
を

築
こ
う
と
す
る
慶
応
三
田
派
目
報
知
派

(埼
玉
県
会
議
長
加
藤
政
之
助
、
藤
田
茂
吉
ら
)
と
、
東
京
専
門
学
校
創
設
に
際
し
大
隈
の
も
と

に
結
集
し
た
東
京
大
学
出
の
小
野
梓
を
中
心
と
す
る
高
田
早
苗
、
市
島
謙
吉
ら
の
鴎
渡
会
系
早
稲
田
派
、
党
務
を
と
り
し
き

っ
て
い
た
党

内
左
派

の
沼
間
守

一
を
中
心
と
す
る
腰
鳴
社
派
11
毎
日
派
で
あ
る
。
こ
の
三
派
は
政
党
論
と
の
関
連

で
言
え
ば
、
前
二
者
は

「政
党
俵
入

論
」
を
、
後
者
は

「政
党
依
主
義
論
」
を
主
張
し
対
抗
し
て
い
た
。
前
者
は
大
隈
を
中
心
と
す
る
政
党
組
織
を
考
え
、
後
者
は
改
進
主
義

を
採
る
同
志
の
集
合
体
と
し
て
改
進
党
を
と
ら
え
、
そ
の
代
表
者
に
大
隈
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
政
党
観
の
こ
の
よ
う
な
相
違
は
"
現
実

の
活
動
、
と
く
に
政
党
の
基
礎
強
化
に
関
す
る
運
動
に
お
い
て
も
異
る
。
通
説
的
に
云
わ
れ
る
都
市
商
工
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
改
進
党
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
と
く
に
三
田
派
が
代
表
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
由
党
系
勢
力
と
同
じ
よ
う
に
農
村

の
地
主

・
豪
農
層
に
対
す
る
運

動
は
、
も

っ
ぱ
ら
左
派
の
毎
日
派
が
担
当
し
た

二

一
年
四
月
、
浅
草
鴎
遊
館
に
開
催
し
た
改
進
党
大
会
は
議
長
沼
間
の
も
と
で
進
行
さ
れ
、
間
近
か
に
迫

っ
た
二
三
年
の
帝
国
議
会
開

設
に
む
か

つ
て
選
挙
運
動
の
準
備
、
党
員
増
加
策
、
翌
年
に
お
け
る
総
理
選

出

な
ど

を
決

あ
、
事
務
委
員
に
肥
塚
竜
、
箕
浦
勝
人
、
中

(
-

)

野
武
営
、
矢
野
文
雄
、
加
藤
政
之
助
、
青
木
匡
、
大
岡
育
造

の
七
人
を
選
び
閉
会

し
た
。
相
変

わ
ら
ず
中
枢
部

は
肥
塚
、
青
木
、
大
岡
ら

の
哩
鳴
社
系
と
、
箕
浦
、
矢
野
、
加
藤

ら
三
田
派

の
均
衡

の
上
に
運
営
す

る
こ
と
が
決
ま
り
、
国
会
選
挙

に
む
け
て
党
勢
拡
大

を
は
か
る

こ
と

に
な

っ
た
。
折

か
ら
町
村
制
度
発
布

の
噂

が
流
れ
、
改
進
党
結
党
以
来

の
ス

ロ
ー
ガ

ン
で
、

し
か
も

一
九
、

二
〇
年
度
党
大
会

の
決

議

で
建
白
し
た
地
方
自
治
制

の
実
施
が
間
近
か
に
迫

っ
」て
い
た
。

こ
の
市
制
町
村
制

は
同
四
月

二
,五

日
に
公
布
さ
れ
た
。

同
法

は

一
年
後

の
二
二
年
四
月

一
日
実

施
と
定

め

ら

れ

た

の

で
、
以
後

一
年

間
、
各
地
方

の
政
談
、
学
術
演
説
会
は
直
接
、
間
接
を
問
わ
ず

こ
の
問
題

に
触

れ
た
ば
か
り

で
は
な
く
、
市

町
村
制
研
究
会

ま
た
は
自
治
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制
研
究
会
、
地
方
制
度
研
究
会
と
称
し
て
こ
の
問
題
に
限

っ
て
の
講
談
会
が
開
か
れ
た
。
各
地

の
研
究
会
の
発
展
は
、
党
勢
拡
張
の

一
方

法
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
検
討
は
後
に
ま
わ
し
、
ま
ず
中
央
に
お
け
る
党
勢
拡
張
の
方
法
を
検
討
し

.て
お
こ
う
。

改
進
党
三
派
の
う
ち
鴎
渡
会
は
、
同
八
月
、
岡
山
兼
吉
、
高
田
早
苗

の
主
導
の
も
と
に
明
治
倶
楽
部
を
組
織
し
た
。
こ
の
倶
楽
部
組
織

の
目
的
は
政
治
上
の
改
良
の
み
な
ら
ず
法
律
、
経
済
、
道
徳
上
の
改
良
も
改
進
主
義
を
利
用
し
て
地
方
有
力
者
の
う
ち
政
治
的
関
心
の
な

い
も

の
や
、
部
長
、
戸
長
な
ど
役
職
上
政
治
的
立
場
を
明
確
に
し
え
な
い
人
々
を
組
織
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
中
央
に
お
い
て

も
明
治
倶
楽
部
を
も

っ
て
有
名
無
実

の
改
進
党
の
現
実
を
克
服
す
る
た
め
の
手
段
と
し
、
大
隈
の
独
走
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、
改

進
党

の
地
方
諸
組
織

の
中
央
連
絡
組
織
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。
中
立
派
と
し
て
学
者
中
心
の
鴎
渡
会
の
主
張
を
、
現
実

の
政
党
組
織
の
基
礎
に
応
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
政
治
的
未
覚
醒
者
を
党
の
基
礎
に
と
り
こ
み
、
そ
の
中
央
組
織
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
明
治
倶
楽
部
は
、

一
方
で
は
倶
楽
部
員
を
中
心
に
、
全
国
各
地
に
同
好
会
組
織
を
発
展
さ
せ
、
他
方
で
は
東
京
に
倶
楽
部
の

月
次
会
を
開
い
て
各
地
の
状
況
分
析
を
行

っ
た
。
新
潟
県
に
お
け
る
市
島
謙
吉
を
中
心
と
す
る
同
好
会
や
、
栃
木
県

の
田
中
正
造
を
中
心

と
す
る
下
野
明
治
倶
楽
部
の
組
織
化
は
、
前
者

の
典
型
的
な
事
例

で
あ

っ
た
。

明
治
倶
楽
部
の
中
央
で
の
具
体
的
な
活
動
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
八
月

一
〇

日
の
総
会
は
改
進
党
系

の
有
力
者
六
五
名
が
出
席
し
、
幹

事

に
須
藤
時

一
郎
、
田
口
卯
吉
、
藤
田
茂
吉
、
吉
田
烹
六
、
青
木
匡
、
高
田
早
苗
、
加
藤
政
之
助
の
七
人
を
選
出
し
た
。
埼
玉
県
か
ら
は

稲
村
貫

一
郎
、
渡
辺
宗
三
郎
、
高
橋
荘
右
衛
門
、
永
田
荘
作
、
福
島
耕
助
ら
有
力
な
改
進
党

の
県
会
議
暴

麗

し
て
W
記
・
毎
月

の
月

次
会

で
新

入
会
者
を
許

可
し
た
が
、
会
員
も
徐

々
に
増
加
し
た
ら
し

い
。
埼

玉
県
の
場
合

、

一
一
月

の
月
次
会

で
は
遠
山
甚
右
衛
門
、
片

岡
勇

三
郎
ら
県
会
議
員
な

い
し
県
議
ク

ラ
ス
の
有
力
者

一
一
名

が
入
会
し
、

一
二
月

に
は
佐
藤
乾
信
、
新
野
田
要
輔
が
、
翌
年

一
月

に
は

野
口
本
之
助
、
田
中

一
郎
ら
九
名

が
、

二
月
に
は
平
野
元
治
が
入
会
し

て
い
る
。

こ
れ

で
県
内

の
改
進
党
な

い
し
同
党
系
県
会
議
員
、
県

議

ク
ラ

ス
の
有
力
者
を

ほ
と
ん
ど
網
羅
す
る
に
い
た

っ
た
。

二
二
年
二
月
の
改
進
党
大
会
轟

轟

所
の
独
立
、
童
、
記
の
専
任
化

各
府
県
に
お
け
る
霧

総
薯

の
設
馨

ど
、
藷

体
制
の
確

立
と
地
方
遊
説
計

画
が
討
議
さ
れ
た
。

こ
れ
は
明
治
倶
楽
部

の
組
織
化

の
の
ち
、
全
国
各
地

で
発
展
し
て
き

た
地
方
組
織
を
、
正
式
な
党

組
織

の

一
環
と
し

て
中
央
組
織

の
も

と
に
編
成
し
な
お
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
従
来

の
明
治
倶
楽
部

の
役
割
は

一
応

党
組
織

の
中

に
解
消
さ
れ
る
わ
け

で
、

以
後

こ
の
倶
楽
部

の
動
向

は
報
道

さ
れ
な
く
な
る
。

こ
の
党
大
会

は
旧
自
由
党
勢
力

の
推
進
す
る
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大
同
団
結
運
動
に
対
抗
し
て
、
改
進
党
の
独
自
的
立
場
を
確
立
す
る
必
要
か
ら
、
政
治
的
主
張
を
明
確
化
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
社
交
親
睦
結

社

の
意
義
は
薄
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
明
治
倶
楽
部
に
か
わ

っ
て
運
動
の
前
面
に
据
え
ら
れ
た
党
務
体
制

の
中
央

・
地
方
で
の
確
立
は
、
二
月
以
降
ど
の
よ
う
に
推
進

さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
埼
玉
県
に
お
い
て
も
明
治
倶
楽
部

へ
の
組
織
化
が
県
会
議
員
を
中
心
に
行
な
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に

拡
大
さ
れ
ず
、
な
お
か
つ
倶
楽
部
員
が
個

々
に
県
下
で
地
域
結
社
を
組
織
し
な
が
ら
も
県
全
体
に
統

一
化
さ
れ
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。

明
治
倶
楽
部

の
入
会
も
個
人
的
参
加
の
域
を
出
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
同
倶
楽
部
の
中
央
連
絡
組
織
と
し
て
の
機
能
が
発
揮
さ
れ

た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
改
進
党
の
党
務
体
制
の
中
に
、
県
内
諸
団
体
が
そ
れ
ほ
ど
強
固
な
組
織
と
し
て
移
行

し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

全
国
各
地
に
お
け
る
倶
楽
部
の
組
織
化
は
、
二

一
年
以
来
急
速
に
進
展
す
る
。
ご
の
組
織
化
の
原
動
力
と
な

っ
た
の
は
市
町
村
制
研
究

会
を
含
む
各
種
の
地
域
的
研
究
会

で
あ

っ
た
。
市
町
村
制
研
究
会
が
各
地

で
組
織
化
さ
れ
る
の
は
二

一
年
七
月
頃
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
研

究
会
が
政
治
的
な
ま
た
は
社
交
親
睦
結
社
と
化
す
関
係
を
、当
時
の
新
聞
報
道
に
み
れ
ば
、
「市
町
村
制
度

の
発
布
あ
り
て
よ
り
以
来
、
当

区

(名
古
屋
)
内
に
於
て
も
其
研
究
会
を
開
設
す
る
こ
と
恰
も

一
種

の
流
行
物
の
如
く
な
り
て
、
東
西
南
北
所
々
に
標
札
を
掲
げ
て
代
言

人
等
を
招
聰
し
て
研
究
を
為
す
も
の
少
な
か
ら
ず
、
中
に
は
名
を
市
町
村
制
度
研
究
会
に
托
し
て
陰
に
来
年
四
月
市
長
選
挙
の
下
緒
ひ
を

遵

も
の
あ
れ
ば
、
又
籍

て
以
て
政
治
上
の
団
結
を
計
、り
ん
と
す
る
も
あ
り
、
去
れ
バ
に
や
現
在

研
究
会
の
数
を
算
ふ
れ
ば
蓋
し
+
余

ケ
所
」
と
云
わ
れ
て
い
乏

諸

県
で
は

「雫

各
地
の
有
志
者

ハ
、
同
制

(市
町
村
制
)
露

究
す
る
為
め
、
実
れ
小
団
結
を
為
さ
ん

も
の
と
咋
今
頻
り
に
奔
走
中
」
と
云
い
、
群
馬
県
は

「各
町
村
に
於

て
自
治
会
或

ハ
研
究
会
を
起
」
し
て
い
る
。
法
律
上
の
研
究
会
と
は

云
え
、
会

の
中
心
人
物
ま
た
は
招
聴
講
師
の
意
見
に
よ

っ
て
は
、
政
治
的
主
張
を
も
ち
政
社
化
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
。

埼
玉
県
の
場
合
を
み
れ
ば
、
大
里
郡
は
じ
め
県
北
諸
郡
は

「
現
今
、
政
学
ヲ
講

シ
実
理
ヲ
究
ム
ル
モ
ノ
ロ

ニ
益
増
多

ス
ル
ヲ
見

ル
、
既

二
客
年
四
月
町
村
制
公
布
以
降
、
町
村
会
議
員
、
各
村
惣
代
人
等

ハ
地
方
有
志
者
ト
謀
り
、
独
立
自
治

ノ
真
理
ヲ
講
シ
、
或

ハ
学
士
ヲ
聴

(
7

)

シ
テ
本
割
主
旨

ノ
籍
奥

ヲ
極

メ
ン
ト

ス
ル
ノ
挙
各
所

二
起
」

っ
て
お
り
、
北
中
葛
飾
郡
も

「
近
来
法
律
研
究
会

ノ
各
所

二
起

ル
ヲ
見

ル
、

(8

)

蓋

シ
町
村
制

ノ
発
布

ニ
ヨ
リ
俄
然
政
治
思
想

ヲ
喚
起

シ
タ

ル

ニ
因

ル
」
と

い

う
。
ま

た
北
足
立
、
新
座

郡
も
町
村
制
公
布
後
、
「
中
流
以

上

ノ
人
士
間

ニ
八
相
政
治

ノ
思
想

ヲ
挑
掻

シ
、
其

法
律

ヲ
講
習

シ
政
治
書

ヲ
播

ク

モ
ノ
ヲ
増
加

セ
リ
、
草
加
自
治
制
研
究
会
、
鴻
巣
倶
楽
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(
9

)

部
興
起
セ
ル
カ
如
キ
即
其
兆
候
」
で
あ

っ
た
。
町
村
制
公
布
以
来
、
町
村
人
民
が
自
已
の
手

で
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
の
方
策
を
、

積
極
的
に
勉
強
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
市
町
村
制
研
究
会
の

一
例
を
あ
げ
れ
ば

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

〈
10

)

町
村
制
講
義
会
規
約

第

一
条

本
会

ハ
町
村
制
講
義
会

ヲ
開
ク
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
条

本
会

ハ
入
会
セ
ン
ト
欲

ス
ル
者

ハ
幹
事

二
申
込
、
其
承
認
ヲ
得
ベ
シ

第
三
条

本
会

ハ
毎
月
二
回

(第

一
第
三
土
曜
日
)
久
喜
町
共
有
館

二
於

テ
開
ク

但
会
員
多
数

ノ
需
メ
ニ
価
リ
テ
幸
手
宿

三
関
ク
事
ア
ル
ベ
シ

第
四
条

w

本
会

ハ
毎
回
講
師

一
名
ヲ
聰

ス
ベ
シ

第
五
一
九
条
略

明
治
廿

一
年
十
二
月
廿
三
日

講
義
会
発
起
人

渡
辺
宗
三
郎
、

一
〇
名
略
)

渡
辺
提
、
渡
辺
嘉
藤
次
、
高
橋
荘
之
丞
、
土
屋
与
作
、
長
瀬
清

一
郎
、
野

口
襲

、
大
島
寛
爾
、
新
井
啓

一
郎

(以
下
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発
起

人
を

み
れ
ば

い
ず
れ
も
久
喜
、
幸
手

を
中
心
と
す
る
南
埼
玉
郡
北
部
、
中
葛
飾
郡

の
旧
自
由
党
系

の
有
力
者

で
あ
る

(宗

三
郎

の
み

改
進
党

系
、

の
ち
自
由
党

に
接
近
す

る
人
物
)
。
こ
の
会

は
翌

二
二
年

三
月

に
は
憲
法
発
布

に
と
も

な

っ
て
憲
法

の
ほ
か
経
済
、
宗
教
、
衛



ヘロ

　

生
な
ど

の
研
究
も
兼
ね
た

「
同
志
研
究
会
」

に
発
展
し
、

さ
ら
に
同
年
六
月

に
は
衆
議
院
議
員
候
補
者
を
め
ぐ

っ
て
県

の
中
央
部

と
対

立

(12

)

し
、
独
自
候
補
を
推
し

て
選
挙
運
動
を
す

る

「
蘭
交
会
」

(
の
ち
蘭
交
倶
楽
部
)

へ
と
展
開
す
る
。

旧
自
由
党
系

の
町
村
制

研
究
会

に
比
較
す

る
と
、

よ
り
活
発

で
あ

っ
た
の
は
改
進
党
系

の
そ
れ
で
あ

る
。
草
加
自
治
制
研
究
会

は

「
学

(
13

)

術
研
究
会
」
と
し
て
一
=

年
七
月

一
日
に
結
成
さ
れ
た
。
発
会
式
に
は
北
足
立

(草
加
近
傍
)
、
南
埼
玉

(八
潮
地
域
)、
北
葛
飾

(二
合

半
領
)
郡
に
わ
た
る
会
員

一
三
〇
名
が
出
席
し
、
会
長
に
高
橋
荘
右
衛
門
、
副
会
長
に
諸
木
弥
十
郎
、
幹
事
に
佐
藤
乾
信
、
戸
塚
弥
吉
ら

(
14

)

五
名
を
選
出
し
た
。
会
員
の
居
住
地
域

は
か

っ
て
の
民
権
結
社

「草
加
櫻
鳴
社
」
の
影
響
下
に
あ
り
、

一
〇
年
代
後
半
以
来
改
進
党

の
基

盤
で
あ

っ
た
。

こ
の
研
究
会
は

一
時
、
三
郡
倶
楽
部
も
組
織
し
た
が
憲
法
発
布
と
同
時
に
公
布
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
選
挙
法
に
よ
り
、
北

足
立
郡
は
第

一
区
に
、
南
埼
玉

・
北
葛
飾
郡
は
第
三
区
に
分
離
し
た
た
め
分
裂
し
、
南
埼
玉

・
北
葛
飾
郡
の
地
は
二
二
年
三
月
に
新
た
に

(15

)

埼
葛
倶
楽
部
を
結
成
す
る
。
こ
の
倶
楽
部
も
ま
た

「信
用

一
回
政
治
学

の
講
義
会
を
開
」
蔑
し
、
「公
益
を
図
る
の
目
的
」

を
達
成

し

ょ

う
と
す
る
結
社

で
あ

っ
た
。

(
16

)

一
方
、
「川
越
地
方
制
度
研
究
会
」
が
設
立
さ
れ
る
の
は

=

月
で
あ
る
。
同
月

一
八
日
に
発
会
式
を
挙

行

し
、
高
田
早
苗
、
宇
川
盛

三
郎

の
二
人
を
招

い
て
演
説
会
を
開
い
て
い
る
。
会
員
約
二
〇
〇
名
、
発
起
人
は
福
田
久
松
、
大
沢
禎
三
、
綾
部
総
兵
衛
ら
川
越
近
傍
の

改
進
党
県
議
な

い
し
県
議
ク
ラ
ス
の
人
々
で
あ

っ
た
。
同
地
方
は
明
治

一
五
年
以
来
改
進
党

の
勢
力
が

つ
よ
く
、

一
七
年
に
は
東
京
専
門

(17

)

学
校

の
講
師
高
田
早
苗
、
天
野
為
之
ら
と
結
ん
で

「
川
越
学
術
研
究
会
」
が
開
か
れ
て
い
た
。
明
治
一
=

年
当
時
、
す
で
に
川
越
倶
楽
部

が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
地
方
制
度
研
究
会
の
発
会
式
後

の
懇
親
会
は
こ
の
川
越
倶
楽
部
で
開
か
れ
て
い
る
。
川
越
倶
楽
部
の
実
態
は
不
明

で
あ
る
が
、
そ
の
規
約
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

(18

)

川
越
倶
楽
部
規
約

第

一
条
、
本
部

ハ
有
志
共
同
ヲ
以
テ
成
立
シ
、
社
交
上
瓦

二
親
睦
娯
楽
ヲ
ナ
ス

第
二
条
、
本
部
ノ
会
場

ハ
埼
玉
県
入
間
郡
川
越
町

二
設
置
シ
、
之
ヲ
聚
築
館
ト
称

ス
。

第
三
条
、
会
員
タ
ル
ヲ
得

ヘ
キ
モ
ノ
ハ
埼
玉
県
川
越
又

ハ
其
最
寄
地
方
ノ
モ
ノ
ト
ス

第
四
ー

一
八
条

省
略

第

一
九
条
、
会
員

ハ
春
秋
二
回
総
会
ヲ
挙
行
ス
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第

二
〇
条
、
毎
月
第
二

日
曜

日
ヲ
以

テ
、

第

二

一
～

二
三
条

省
略

本
会
ノ
月
次
会
ヲ
挙
行
ス

川
越
倶
楽
部
は
他
と
異
な
り
、

町
村
制
研
究
会
を
母
体

と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
倶
楽
部

の
結
合
を
基
礎

と
し

て
研
究
会
が
組

織

さ
れ
た
例
と

い
え
よ
う
。

こ
の
ほ
か
改
進
党
系

の
人

々
に
よ
る
町
村
制
研
究
会
は
不
動
岡
、
粗
壁
、
越
ケ
谷
、
谷
塚
、
熊
谷
な
ど
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
粗
壁

で

(
19

)

は
憲
法
発
布
後
、
こ
れ
ら
研
究
会
を
基
礎
に

「粕
壁
学
術
研
究
会
」
が
組
織
さ
れ
、
会
頭
に
多
田
亀
十
郎
、
幹
事
に
吉
村
栄
三
郎
ら
五
人

を
選
ん
で
い
る
。
改
進
党
員
福
島
耕
助
を
中
心
と
す
る
鴻
巣
倶
楽
部
も
ま
た
町
村
制
研
究
会
を
そ
の
事
業
に
含
ん
で
組
織
化
さ
れ
た
も

の

(20

)

で
あ

っ
た
、
同
倶
楽
部
の
目
的
は

「学
術
、
農
商
工
業
、
現
行
法
律
等
を
研
究
し
、
公
私
の
利
益
を
謀
る
」

こ
と
に
あ

っ
た
。
町
村
制

.

憲
法

・
民
法
な
ど
の
研
究
を
目
ざ
し
た
松
山
町
法
律
講
談
会
も
ま
た
そ
の

一
つ
で
あ
り
、
後

の
松
山
倶
楽
部
の
母
体
と
な

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
町
村
制
研
究
会
か
ら
政
治
上
の
親
睦
団
体
に
発
展
す
る
例
は
他
県
に
も
多
い
。

改
進
党
に
お
い
て
町
村
制
研
究
会

へ
の
講
師
派
遣
お
よ
び
地
方
有
志
者
の
組
織
化
に
、
積
極
的
に
対
応
し
た
の
は
鴎
渡
会
な
い
し
は
哩

鳴
社
系

の
人
々
で
あ

っ
た
。
小
野
梓
没
後
、
鴎
渡
会
系
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
高
田
早
苗
は
、
読
売
新
聞
を
主
催
す
る
と
と
も
に
、
憲

法
発
布
と
町
村
制
を
研
究
す
る
た
め
雑
誌

「憲
法
雑
誌
」
を
創
刊
し
、
憲
法
お
よ
び
地
方
制
度
に
関
す
る
演
説
に
社
員
を
派
出
し
改
進
主

義
の
普
及
に
努
め
て
い
る
。
憲
法
雑
誌
社
は
東
京
専
門
学
校
の
講
師
を
中
心
に
組
織
さ
れ
、
川
越
お
よ
び
草
加
地
域
の
研
究
会
は
、
同
社

員
で
明
治
法
律
学
校
講
師
を
兼
務
し
た
宇
川
盛
三
郎
と
明
治
の
卒
業
生
井
本
常
治
が
中
心
と
な

っ
た
。

高
田
の
主
催
し
た
憲
法
雑
誌
は
、
講
壇
改
進
主
義
を
標
榜
し
た
。
「講
壇
改
進
と

ハ
余
輩
同
志
が
、
講
席

に
あ
り
て
平
生
研
究

し
た

る

(
21

)

学
理
的
の
智
議
を
普
及
伝
播
せ
し
め
、
実
際

の
政
治
を
補
益
し
、
社
会
の
改
進
を
助
け
ん
」
と
す
る
も
の
で
、
政
治
上
の
主
義
で
は
な
く

(
22

)

学
問
上
の
主
義
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

「
学
理
応
用
を
旨
と
す
る
の
政
談
」
は
、
そ
の
故
に
学
問
的
講
義
的
性
格
を
も
ち
研
究
会
と
は
い

え
学
術
演
説
会
的
要
素
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
直
接
的
に
は
政
治
的
に
未
開
な
地
方
有
志
者
に
、
急
激
粗
暴
の
空
論
な
ら
ざ
る
秩
序
的

進
歩
の
た
め
の
着
実
な
学
理
の
普
及
を
意
図
し
た
。
そ
の
限
り
政
談
演
説
会
を
中
心
に
町
村
制
や
憲
法
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
櫻
鳩
杖
や

旧
自
由
党
系
の
人
々
と
は
異

っ
て
い
た
。
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市
町
村
制
に
関
す
る
高
田
や
宇
川
の
主
張
は
、
ほ
と
ん
ど
公
布
さ
れ
た
法
律
の
肯
定
論
で
あ
る
。
彼
ら
は
公
布
さ
れ
た
町
村
制
の
逐
条

解
釈
に
よ
る
技
術
的
評
価
が
そ
の
主
た
る
関
心
事

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
地
方
自
治
的
部
分
を
高
く
評
価
し
、
旧
慣
を
保
存
し
激
変
を

避
け
る
町
村
制
の
穏
健
的
肯
定
論
で
あ
る
。
町
村
制
に
対
す
る
旧
自
由
党
系
の
人
々
の
主
張
を
み
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
高
田

の
主
筆
を
す
る
読
売
新
聞
は
、
新
潟
県
会
の
旧
自
由
党
員
に
よ
る
町
村
制
実
施
延
期
の
建
議
計
画
を
批
判
し
た
が
、
そ
の
建
議
は
町
村
制

が
本
来
平
等
の
筈
の
町
村
民
を
住
民
と
公
民
と
に
分
ち
、
公
民
に
し
か
選
挙
権
を
与
え
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
等
級
選
挙
制

を
導
入
し
、
し
か
も
有
権
者
を
公
民
に
限
る
現
行
法

の
実
施
を
延
期
し
、
四
民
平
等
の
原
則
を
守
る
た
め
に
も
住
民
に
等
差
を

つ
け
る
が

如
き
生
活
の
実
態
を
ま
ず
矯
正
し
、
地
租
お
よ
び
諸
負
担
を
軽
減
し
、
町
村
民
の
民
力
休
養
の
方
策
を
た
て
る
こ
と
が
先
決
と
し
た
の
で

あ

っ
た
。
そ
の
限
り
彼
ら
は
与
え
ら
れ
た
地
方
自
治

の
名
目
性
を
強
く
批
判
し
た
。

注
(1
)

朝
野
新
聞
、
明
治
二

一
年
四
月

一
〇
日
雑
報

「改
進
党
大
会
及
懇
親
会
景
況
」

(2
)

朝
野
新
聞
、
明
治
二

一
年
八
月

=

百

雑
報

「
明
治
倶
楽
部
」

、

55

(3
)

朝
野
新
聞
、
明
治
二
二
年
二
月

一
九
日
雑
報

「改
進
党
大
会
井
懇
親
会
景
況
」

埼
玉
県
か
ら
の
出
席
者
は
石
井
弁
助
、
遠
山
甚
右
衛
門
、
遠

1

山
駒
造
、
大
島
寛
爾
、
片
岡
勇
三
郎
、
片
岡
鴻
太
郎
、
高
橋
荘
右
衛
門
、
福
田
久
松
、
永
田
荘
作

(4
)

朝
野
新
聞
、
明
治
一
=

年
九
月
二
八
臼
雑
報

「名
古
屋
通
信
」

(5
)

東
雲
新
聞
、
明
治
一
二

年
六
月

一
日
雑
報

(6
)

朝
野
新
聞
、
明
治
二

一
年
九
月

一
日
雑
報

・

(7
)
、
(8
)
、
(9
)

明
治
二
二
年

「
庶
務
部
」
記
録
報
告
雑
歌

埼
玉
県
立
文
書
館

(10
)

町
村
制
講
義
会
規
約

入
間
郡
鶴
ケ
島
町

田
中
家
文
書
、
県
立
文
書
館

(11
)

「
明
治
之
輿
論
」
第

二
二
号

四
五
ペ
ー
ジ

(12
)

な
お
北
埼
玉
郡
に
お
い
て
も
次
の
如
き
研
究
会
が
開
か
れ
て
い
た

(明
治
二
三
年

「県
会
中
書
類
」
羽
生
市
桑
崎

小
沢
家
文
書
)
。

有
志
北
埼
玉
学
術
研
究
会
概
則

第

一
条
、
本
会

ノ
目
的

八
専
ラ
学
術
ヲ
研
究
ス
ル
ニ
ア
リ
テ
、
彼
比
相
互
ノ
交
際
ヲ
親
密

ニ
シ
、
郡
下
ノ
団
結
ヲ
頚
回

ニ
シ
テ
以
テ
将
来
ノ
福

祉
ヲ
企
図
ス
ル
事



第

二
条
、
本
会

ハ
毫

モ
政
党

ノ
分
子

ヲ
含
有

セ
ザ

ル
事

第

三
条

、
本
会

ハ
毎
月
二

会
開
会

ス

ル
事
、
但
第

二
日
曜
日

第
四
条

、
本
会

ハ
先

ツ
着

々
町
村
制

及

ヒ
憲
法

ノ
義
理
ヲ
研
究

ス
ル
事

第
五
～

一
七
条

省
略

こ
の
概
則
第

二
条
に
よ
れ
ば
、
研
究
会
は
政
党

に
無
関
係
と
あ
る
。
発
起

人
に
堀
越
寛

介
、

義
憲
、
小
沢
愛
次
郎
ら
の
ち

の
国
民
派

の
人
々
も
含
ま
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(13
)

毎

日
新
聞
、
明
治
二

一
年
七
月

一
一
日
雑
報

(14
)

拙
稿

「
埼
玉
県
下
に
お
け
る
自
由

・
改
進
両
党
組
織
化

の
特
質
」
埼
玉
県
史
研
究
二
号

(15
)

読
売
新
育
、
明
治
二
三
年

一
月

一
六

日
雑
報

「
埼
葛
倶
楽
部

の
総
会
」

(16
)

読
売
新
聞
、
明
治

二

一
年

=

月

一
二

日
雑
報

(17
)

毎
一日
新
聞
、
明
治

一
七
年
五
月
二

六

日
雑
報

(18
)

「
川
越
倶
35
部
規
約
」

入
間
郡
鶴
ケ
島

町

田
中
家
文
書

前
掲

(19
)

「
明
治
之
輿
論
」
.第

一
七
号

四
二
ペ
ー
ジ

(20
)

政
論

第
四
号

明
治
二

一
年
七
月

一
五
日
刊

(21
)
、

(2
)

「憲
法
雑
誌
」
第

一
号

ニ
ペ
ー
ジ

根
岸
貞
三
郎
ら
旧
自
由
党
系

の
人
々
の
ほ
か
湯
本
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大
同
派
の
成
立
と
埼
玉
倶
楽
部

改
進
党

の
離
脱
後
、
旧
自
由
党
系
勢
力
を
中
心
と
す
る
大
同
団
結
運
動

は
、

二

一
年
後
半
に
全

国
的

に
発
展
す
る
。

こ
の
運
動

は
後
藤

象
次
郎

の
二

一
年

四
月

二
二
日
、
福
島
に
お
け
る
東
北
七
州
有
志
懇
親
会

へ
の
出
席
、
七
月

五
日
か
ら

の
信
州
、
新
潟
、
山
形
、
秋

田
、

青
森
、
岩
手
、
福
島
、
茨
城

に
か
け

て
の
四
八

日
間

の
漫
遊
、
九
月
中
旬

の
埼
玉
、
群
馬
、
千
葉
、
神
奈
川
県

へ
の
遊
説
、
ま
た

一
二
月

七

日
か
ら
翌
年

一
月

に
か
け

て
の
三
重
、
愛
知
、
岐
阜
、
福
井
、
石

川
、
富
山
、
新
潟
、

長
野
、
山
梨
、
静
岡

に
か
け

て
の
四
九

日
間

の

漫
遊
が
、

そ
の
展
開

の
は
ず

み
と
な

っ
た
。

こ
の
間
、
一
〇
月

一
四
日
に
は
大
阪
で
全
国
有
志
大
懇
親
会
、
同
二
八
日
に
は
肥
後
山
鹿

で
九

へ
ー

)

州
有
志
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
「
其
火
勢

は
東
北

に
起
り
大
阪

に
移
り
、今

や
飛

び
で
九
州

の
或
る
地
方
に
も
焚

へ
附

か
ん
と
」
し

て
い
た
。



地
域

的
に
も
五
月

に
は
長
野
県
有
志
大
懇
親
会
、
濃
飛
有
志
懇
親
会
、
七
月

に
神
奈
川
県
旧
自
由
党
懇
親
会
、

四
県
六
国
懇
親
会

(関

東
懇
親
会
と
改
称
)
、

一
〇
月

に
は
茨
城

県
有
志
懇
親
会
、
関
東
懇
親
会
、
若
越

二
州
有
志
懇
親
会
、
福
島
県
国
民
大
懇

親

会
、

三

重

・

愛
知

・
岐
阜

三
県
有
志
懇
親
会
、
東
北
有
志
懇
親
会
、
信
濃
全

国
大
懇
親
会
、
丹
波
有
志
懇
親
会
、
東
北
十

五
州
委
員
会
な
ど
が
閉

か
れ
、

各
地

の
結
合
強
化
が
は
か
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
動
向

に
刺
激

さ
れ
、
各
府
県

に
お

い
て
も
地
域
毎

の
団
結

の
気
運
が
急
速
に
盛
り
上

っ
て

(
2

>

い
っ
た
。
「
二
十

一
年
に
至
て
ハ
有
志
懇
親
会
、
政
談
演
説
会
、
政
社
倶
楽
部

の
設
置
、
新
聞
雑
誌
の
刊
行
等
頻
り
に
流
行
」
す
る
の
で

あ
る
。
後
藤
象
次
郎
の
機
関
紙

「
政
論
」
に
よ
れ
ば
、
大
同
団
結

の
必
要
性
を
①
藩
閥
政
治
を
排
斥
す
る
為
め
、
②
国
会
に
勢
力
を
得
る

(
3

)

た
め
、
③
外
交
政
略
の
為
め
の
三
点
に
認
め
て
お
り
、
と
も
す
れ
ば

「藩
閥
情
実
を
打
破
し
、
国
権
を
拡
張
す
る
」
運
動
と
し
て
展
開
さ

れ
た
。

明
治
二
二
年
に
は
二
月
の
憲
法
発
布
を
契
機
に
大
赦
で
大
阪
事
件
、
保
安
条
例
、
秘
密
出
版
事
件
な
ど
の
ほ
か
官
吏
侮
辱
罪
、
爆
発
物

罪
則
犯
、
集
会
条
例
違
反
と
し
て
と
ら
わ
れ
て
い
た
人
々
の
出
獄
で
、
政
況
は

一
層
活
気
を
お
び
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
か
っ
て
の
政
治

運
動
の
実
際
的
推
進
者
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
彼
ら
中
心
の
運
動
が
再
び
盛
り
上
る
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
二
月

一
八
日
浅
草
鴎
遊
館
に

開
か
れ
た
大
赦
出
獄
人
な
ら
び
に
保
安
条
例
に
よ
る
退
去
解
除
者

の
祝
宴
会
は
、
旧
自
由
党
東
京
地
方
部
の
再
興
を
意
図
す
る
東
京
有
志

懇
親
会
の
開
設
に
向
け
て
動
き
出
す
契
機
と
な
り
、
大
同
団
結
運
動

の
台
風
の
目
と
も
な

っ
た
。

こ
の
東
京
有
志
懇
親
会
は
三
月

二

一
日
、
同
じ
鴎
遊
館
に
大
井
憲
太
郎
、
井
上
角
五
郎
ら
を
発
起
人
と
し
て
、
有
志
二
二

一
名
を
集
め

て
開
か
れ
て
い
る
。
出
席
者
は
東
京
五
五
名
、
神
奈
川
三
二
名
、
千
葉
二
二
名
、
埼
玉

一
五
名
な
ど
関
東
各
府
県
を
中
心
に
全
国
各
地
に

(
4

)

お
よ
ん
で
い
た
。
懇
親
会
の
席
上
、
「本
会
の
目
的

ハ
会
員
相
互
の
交
際
を
親
密

に
し
、

且
公
衆
の
実
利
を
希
図
」
す
る
東
京
倶
楽
部

の

設
置
が
決
議
さ
れ
、
議
長
星
享

の
提
出
し
た
大
同
派

へ
の
連
合
議
案
も

一
八
七
対
三
四
で
可
決
さ
れ
た
。
当
時
、
大
同
派

の
首
領
後
藤

の

入
閣
問
題
が
関
心
を
集
め
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
大
同
団
結
運
動
を
推
進
す
る
人
々
に
様

々
な
衝
撃
を
あ
た
え
、
と
く
に
東
京
倶
楽
部
に

結
集
し
た
人
々
は
左
派
的
立
場
か
ら
主
張
す
る
者
が
多
く
、

こ
れ
に
批
判
的
で
あ

っ
た
。
す
で
に
前
例
と
し
て
改
進
党
の
実
質
的
な
首
領

大
隈
の
外
相
と
し
て
の
入
閣
が
あ
り
、
大
同
団
結
運
動
に
お
け
る
改
進
党
勢
力
の
政
府
側

へ
の
だ
き
込
み
的
性
格
を
知

っ
て
い
た
こ
れ
ら

の
人
々
は
、今
ま
た
後
藤
の
黒
田
内
閣

へ
の
入
閣
が
、
再
び
高
揚
し
て
き
た
大
同
団
結
運
動
に
水
を
さ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
敏

感
に
感
じ
て
い
た
。
こ
の
件
に
対
し
大
井
憲
太
郎
は
意
見
を
述
べ
、本
会

の
大
同
団
結

へ
の
賛
成
は
後
藤
象
次
郎
が
あ
る
た
め
で
は
な
く
、
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国
家

の
必
要
、
社
会

の
現
実

に
要
請
さ
れ

て
賛
成
す
る
ま
で

s
あ

っ
て
、
後
藤

が

「
大
同
派

の

一
人
」
と

し
て
入
閣

し
て
も
、
大
同
団
結

⑫

動
に
関
係
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
星
享
も
ま
た

「
大
同
派
に
連
合
す
る

ハ
後
稽

に
連
合
す
る
に
非
ず
し
て
主
義

に
連

合

す

る
」

こ
と
を
述

べ
、
反
対
者
を
説
得

し
、
大
同
派

へ
の
連
合
を
決

め
た
の
で
あ

っ
た
。

後
藤

は

こ
の
東
京
有
志
懇
親
会
が
開

か
れ
た
翌

日
、
逓
信
大
臣

と
し

て
入
閣

し
た
。
自
身

は
内
閣

に
お
い
て
大
同
主
義

の
貫
徹
を
期
す

こ
と
を
願

っ
て
い
た
が
、
入
閣

に
際

し
批
判
勢
力
が
根
強
く
存
在

し
た
た
め
、
後
藤
を
中

心
に
展
開
し
て
い
た
大
同
団
結
運
動
は
、

や
が

て
分
裂

の
危
険

に
さ
ら
さ
れ

る
に
い
た

っ
た
。

こ
の
分
裂
は
翌
月
、
五
月

一
〇

日
に
開
催
す

る
大
会
に
向

け
て
提
出
す
べ
き
主
義
綱
領
、

お
よ
び
審
議
案

の
起
草
委
員
会

で
顕
在
化
し
た
。

こ
の
委
員
会

で
組
織
問
題

を
め
ぐ
り
意
見

が
対
立
し

て
、
後
藤

入
閣

に
よ
り
動
揺
し

て

い
る
大
同
派

の
結
束
強
化
を
め
ぐ
り
、

一
方
は
明
確
な
政
策
綱
領
を
掲
げ
る
政
社
組
織
に
す

べ
し
と
す
る
説
と
、
他
方

は
大
同
団
結
運
動

は
政
社
組
織

に
す
る
ま
で
成
熟
し

て
い
な

い
の
で
、
当
分
各
個
人
の
親
睦
を
は
か
る
非
政
社
組
織

に
と
ど
め
る
べ
し
と
す
る
説

の
対
立

で

あ

る
。
組
織
問
題
を
め
ぐ

っ
て
表

出
さ
れ
た
こ
の
対
立

は
、
当
然
、
今
後

の
運
動
方
針
を
め
ぐ
る
基
本
的
対
立
を
も
内
包

し
て
い
た
。
後

藤
を
支
持

し
、
政
社

と
い
う

一
定

の
枠
内

で
運
動
を
展
開
し

ょ
う
と
す

る
漸
進

的
な
前
者

に
対

し
、
後
者

は
後
藤

の
入
閣
を
批
判
し
、
集

58

会
条
例

の
適
用
の
も
と
に
活
動
を
制
限
さ
れ
る
政
社
を
き
ら
い
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
結
社
と
の
共
同
闘
争
を
可
能
と
し
、
共
同
統

一
戦
線

の

1

組
織
化
に
非
政
社
の
方
が
有
利
と
み
た
の
で
あ
る
。
委
員
会
に
は
埼
玉
県
よ
り
矢
部
忠
右
衛
門
、
斎
藤
珪
次
が
出
席
し
、
後
者
と
共
同
歩

調
を
と

っ
て
い
た
。

河
野
広
中
の
調
停
も
む
な
し
く
、
両
派
は
つ
い
に
五
月
四
日
に
決
別
し
た
。
予
定
し
て
い
た

一
〇
日
の
大
会
は
分
裂
大
会
と
な
り
、
政

社
派
は
江
東
中
村
楼
に
各
府
県

一
二
〇
余
の
団
体
か
ら
委
員
二
三
三
名
、
そ
の
ほ
か
有
志
約

一
五
〇
名
ほ
ど
が
集
会
し
、
政
社
組
織
に
よ

る
大
同
倶
楽
部
を
結
成
し
た
。
倶
楽
部
の
運
動
目
的
に
、
「我
国
独
立
ノ
大
権
ヲ
輩
固

ニ
ス
ル
事
、
責
任
内
閣
ノ
実
行
ヲ
期

ス
ル
事
、
財
政

ヲ
整
理
シ
民
力
ノ
休
養
ヲ
謀

ル
事
、
地
方
自
治
ノ
制
度
ヲ
完
成
ス
ル
事
、
言
論
集
会
結
社
等
ノ
自
由
ヲ
期

ス
広
誕
」
等
を
掲
げ
て
い
た
。

同
じ
口
、
非
政
社
派
は
柳
橋
万
八
楼
に
協
議
会
を
開
き
、

一
府

=

県
の
委
員
八
四
名
が
集
ま
り
大
同
協
和
会
を
結
成
し
た
。
会
の
目
的

(
8
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は

「
各
人
相
互

ノ
交
際

ヲ
親
密

ニ
ス
ル
為

メ
」

と
さ
れ
た
の
み
で
あ

っ
た
が
、
従
来

の
行
き
が
か
り

か
ら

み
れ
ば
、
大
同
倶
楽
部
以
上
に

財
政
整

理

(
‖
改
質
節
減
)
、
地
租
軽
減
、

民
力
休
養
、
地
方
自

治
、
責
任
内
閣
制

の
確
立

の
理
念
を

つ
よ
く
も

っ
た
団
体

で
あ

っ
た

と

い
え
よ
う
。



と

こ
ろ

で
後
藤

の
漫
遊
に
よ
り
盛
り
上

っ
た
大
同
団
結
運
動

が
分
裂
す
る
ま

で
の
、

二

一
年
五
月
以
降
、
二
二
年
五
月

ま
で

一
年
間

の

埼
玉
県
下

の
動
向
を

み
れ
ば

つ
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。
県
議
会

の
動
向
、
町
村
制
研
究
会
を

め
ぐ
る
改
進
党

の
運
動

に

つ
い
て
は
前
述

し
た

頭

こ
の
時
期

五
月

三

日
に
は
大
宮
公
園
に
お
い
て
埼
玉
郷
友
去
春
契

会
と
埼
玉
有
志
協
議
会
の
第
三
回
会
合

が
開

か

れ

て

い

る
。
会
合
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
大
同
団
結
運
動
に
対
応
す
る
県
内
の
旧
自
由
党
系
勢
力
の
定
期
会
合
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
県
下
の
大
同
派
は
七
月
七
日
、
結
城
町
に
お
け
る
第

一
回
関
東
懇
親
会
に
は
近
藤
圭
三
を
お
く
り
、
九
月

一
五
日
に
は
後
藤
象
次
郎

を
熊
谷
の
熊
谷
寺
に
む
か
え
て
埼
玉
人
懇
親
会
を
開
い
て
い
る
。
野
口
襲
、
矢
部
忠
右
衛
門
、
根
岸
貞
三
郎
、
岩
田
猛
、
飯
野
喜
四
郎
、

長
瀬
清

一
郎
、
近
藤
圭
=
む

塞

備
掛
と
し
て
開
か
れ
た
こ
の
懇
親
会
で
後
藤
は
外
交
政
略
、
治
外
法
権
の
不
利
性
、
内
治
改
良
、
大
同

団
結

の
必
要
を
説
い
て
い
る
。

一
〇
月
七
日
、
千
葉
町
に
開
催
の
第
二
回
関
東
懇
親
会

の
発
起
人
に
は
近
藤
、
矢
部
、
野
口
、
根
岸
ら
が

参
画
し
、
同

一
四
日
の
国
会
開
設
の
詔
勅
発
布
七
周
年
を
記
念
し
て
開
か
れ
た
大
阪
の
全
国
有
志
懇
親
会
に
は
矢
部
を
お
く

っ
て
い
る
。

「埼
玉
県
の
有
志
惣
代
と
し
て
大
阪
全
国
有
志
懇
親
会
に
臨
み
た
る
矢
部
忠
右
衛
門
氏
は
、
此
程
帰
県
し
た

る

に
付
、
野
口
襲
、
飯
野
喜

四
郎
、
、苗

碩

鈴
糞

.恭
、
大
越
栄

一
則

曝

圭
三
其
他
数
氏
の
曇

に
て
、
査

+

三

矢
琵

の
慰
労
莫

阪
大
会
の
景
況
報

告

の
為
め
、
同
志
懇
親
会
を
開
き
政
談
演
説
会
を
催
」
し
て
お
り
、
県
内
の
自
由
党
系
勢
力
は
全
国
的
動
向
に
呼
応
し
て
、
活
動
を
活
発

化
さ
せ
て
い
る
。

大
阪
の
懇
親
会
に
惣
代
と
し
て
出
席
し
た
矢
部
は
、
こ
の
時
期
、
埼
玉
県
下
の
大
同
団
結
運
動
の
中
心
に
あ
り
、
二
二
年
に
お
い
て
も

同
様

で
あ

っ
た
。
二
月

一
一
日
憲
法
発
布
の
恩
赦
に
よ
り
出
獄
し
た
旧
自
由
党
系
の
活
動
家
の
慰
労
会
も
、
矢
部
ら
が
中
心
と
な

っ
て
大

宮
氷
川
公
園
に
開

い
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は

「大
井
憲
太
郎
、
星
享
の
諸
氏
出
獄
す
。
其
無
事
を
祝
す
る
為
め
、
君
同
志
と
諸
氏
を

招
き
亦
氷
川
公
園
に
於
て
宴
を
開
く
。
会
す
る
者
難
処
三
百
人
、
埼
玉
倶
楽
部
此
の
時
に
創
ま
る
。
君
実
に
発
議
者
た
り
、
爾
来
、
君
は

(
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)

同
倶
楽
部
の
幹
事
長
と
し
て
専
ら
県
下
の
団
結
を
図
る
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

埼
玉
県
下
の
大
同
団
結
運
動
が
旧
自
由
党
員
を
中
心
に
推
進
さ
れ
、
旧
自
由
党
の
活
動
家
た
る
出
獄
者

の
慰
労
会
も
、
こ
の
運
動

の

一

環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
県
下
の
運
動
を
必
然
的
に
旧
自
由
党
の
再
興
を
図
ろ
う
と
す
る
東
京
倶
楽
部
に
接
近
さ
せ
、
ま
た
後
藤

派
と
も
云
う
べ
き
政
社
派
に
対
立
す
る
非
政
社
派

の
大
同
協
和
会

へ
連
合
さ
せ
る
に
い
た

っ
た
。
矢
部
は
東
京
倶
楽
部

の
創
設
に
参
画
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
の
条
約
改
正
中
止
運
動
や
自
由
党
の
再
興
な
ど
に
埼
玉
倶
楽
部
を
代
表
し
て
参
加
し
た
。
三
月
二

一
日
の
東

159
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京
有
志
懇
親
会
と
そ
の
席
上
で
結
成
さ
れ
た
東
京
倶
楽
部

へ
は
埼
玉
県
か
ら
多
数
が
出
席
し
、
加
盟
し
た
。

埼
玉
県
で
は
四
月
五
日
に
、
大
宮
で
政
談
演
説
会
お
よ
び
有
志
懇
親
会
を
開
き
、
東
京
倶
楽
部
傘
下
の

一
団
体
と
し
て
運
動
す
る
こ
と

を
正
式
に
確
定
し
た
。
こ
の
会
の
景
況
を
当
時

の
新
聞
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え

て

い
る
。
「
旧
自
由
党
員
矢
部
忠
右
衛
門
、
近
藤
圭
三
、

野
口
襲
、
斎
藤
珪
次
、
根
岸
貞
三
郎
、
辻
村
共
之
、
坂
泰
碩
、
罹
木
寛
則
、
吉
田
茂
助

(中
略
)
等
諸
氏

八
白
ら
発
起
者
と

な

り
、
本
月

五
日
、
大
宮
氷
川
公
園
内
西
角
井
正
男
氏
の
宅
に
政
談
演
説
会
並
び
に
埼
玉
有
志
懇
親
会
を
開
き
た
り
、
当
日
、
東
京

よ
り

大
井
憲

太

郎
、
星
享
、
井
上
角
五
郎

(中
略
)
畑
下
熊
野
等
の
諸
氏
が
招
待
さ
れ
、
十

一
時
四
十
分
上
野
発
の
汽
車
に
て
到
着
す
る
を
期
と

し
、
先

づ
演
説
会
を
始
め

(中
略
)
二
百
余
名

の
聴
衆
…
…
、
懇
親
会
を
催
ふ
し
た
る
に
会
す
る
者
八
十

三
名
、
坐
定
ま
る
に
及
ん
で
斎
藤
氏

ハ

開
会
の
主
旨
を
演
ぶ
る
と
同
時
に
、
埼
玉
倶
楽
部
設
立
の
必
要
を
説
き
、
規
約
案
を
頒
ち
し
と
こ
ろ
忽
ち
多
数

の
賛
成
者
あ
り
て
、
之
れ

(
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を
設
立
す

る
こ
と
に
決

し
た
り
と
」
。
東

京
倶
楽
部

の
主
要

メ
ン
バ
ー
を
招

待
し
、
埼

玉

倶
楽
部
設
立
を
決
定
し
た

の
で
あ

る
。
席

上
、

提
案
さ
れ
可
決
し
た
倶
楽
部
規
約
は

つ
ぎ

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

(15

)

埼

玉
倶
楽
部
規
約

第

一
条
、
本
部

ハ
埼
玉
倶
楽

部
ト
称

シ
、
事
務
所

ヲ
北
足
立
郡
大
宮
町

二
設
置

ス

第

二
条
、
本
部

ノ
目
的

ハ
会
員
相

互
ノ
交
際

ヲ
親
密

ニ
シ
、
且
公
衆

ノ
実
利

ヲ
希
図

ス

ル
ニ
ア
リ

第

三
条
、
本
部

二
加
入

セ
ン
ト
欲

ス
ル
者

ハ
、
住
所
姓
名

ヲ
記

シ
事
務
所

へ
申
込

ム
ベ
シ

第

四
条
、
・会
員

ハ
毎
月
会
費
[拾
銭
宛
前
納

ス
ベ
シ

第

五
条
、
本
部

ハ
毎
年
二
回

(五
月
十
月
)
大
集
会

ヲ
開

キ
、
毎
月
小
集
会

ヲ
開
ク

モ
ノ
ト
ス

第

六
条
、
大
会

二
於

テ

ハ
本
会

ノ
目
的

ヲ
達

ス

ル
方
法

ヲ
協
議

シ
、
小
集
会

二
於

テ

ハ
随
意

ノ
談
話

ヲ
為

ス
モ
ノ
ト
ス

第
七
条
、
本
部

ハ
常
議
員
六
名
、
幹
事

三
名

ヲ
置

ク
、
常
議
員

ハ
毎
年
初
期
大
会

二
於

テ
会
員
中

ヨ
リ
互
撰

シ
、
幹
事

ハ
常
議
員
之

ヲ
選

定

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第

八
条
、
幹
事

ハ
常
議
員

ノ
協
賛

ヲ
経
、

一
切

ノ
事
務

ヲ
処

理
シ
、
大
会
毎

ト

ニ
会
計

ノ
決
算

ヲ
報
道

ス
ベ
シ

第
九
条
、
会
員
少
ク

モ
拾
名
以
上
団
結

シ
テ

一
区
ト
ナ
シ
、
毎
区
通
信
員

一
名

ヲ
定

メ
、
事
務
所

二
届
ケ
置
ク

モ
ノ
ト

ス

第
十
条
、
通
信
員

ハ
事
務

所

ノ
報
道

二
接

ス
ル
ト
キ

ハ
、
直

チ

ニ
之

ヲ
A
台
貝
二
報

シ
、
且
其

区
内

ノ
会

費

ヲ
集

メ
、
事
務
所

二
送
金

ス
ル
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モ
ノ
ト
ス

但

シ
至
急

ヲ
要

ス

ル
件

ハ
、
事
務
所
会
員
間
直

チ

ニ
通
信

ス
ル
事

ヲ
得

第
十

一
条
、

本
部

ノ
維
持
費

ハ
会
費
及

ヒ
篤
志
会
員

ノ
寄
附
金

ヲ
以
テ
之

二
充

ル
モ
ノ
ト
ス

明
治
廿
二
年
第
四
月

埼
玉
県
北
足
立
郡
大
宮
町

矢
部
忠
右
衛
門
方

埼
玉
倶
楽
部
仮
事
務
所

ρ

埼
玉
倶
楽
部
結
成
の
勢

い
を
か

っ
て
大
同
派
に
よ
る
県
内
遊
説
は
、
国
会
議
員
選
挙
に
む
け
て
高
揚
し
て
い
っ
た
。
同
月
、
倶
楽
部
発

起
人
ら
は
東
京
よ
り
新
井
章
吾
、
井
上
角
五
郎
、
吉
田
正
春
ら
を
む
か
え
て
県
内
諸
地
域
の
巡
回
演
説
を
開
始
し
た
。
規
約
に
も
と
づ
き

六
月
二
日
、
熊
谷
町
熊
谷
寺
に
埼
玉
倶
楽
部

の
初
大
会
を
兼
ね
政
談
演
説
会
を
開
い
た
。

大
会
は
議
長
根
岸
貞
三
郎
の
司
会
で
進
め
ら
れ
、
常
議
員
数
を
各
部

一
名
、
幹
事
五
名
に
改
め
た
。

こ
の
幹
事
に
は
矢
部
忠
右
衛
門
、

(
16

)

高
橋
安
爾
、
斎
藤
珪
次
、
大
島
寛
爾
、
根
岸
貞
三
郎
が
当
選

し
、
「大
同
協
和
会
に
気
脈
を
通
ず
る
」

こ
と
を
確
認
し
た
。
本
部
は
大
宮

町
矢
部
宅
よ
り
移
し
浦
和
町
高
砂
町

一
五
二
番
地
に
設
置
し
、
幹
事
根
岸
が
常
詰
と
し
て
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
埼
玉
倶

楽
部
は
運
動
方
針
に
前
述
の
如
く
県
内
各
地
の
巡
回
演
説
を
計
画
し
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
予
定
四
〇
カ
所
の
う
ち
二
七
カ
所
で
開

い
て
い

(
17

)

る
。
大
沢
町
で
は
近
藤
圭
三
、
川
上
参
三
郎
、
原
又
右
衛
門
ら
を
中
心
に
開
か
れ

た
大
同
派
演
説
会
を
契
機
に
、
「同
和
会
」
が
結
成
さ

(
18

)

れ
、
忍
町
で
は
巡
回
演
説
を
契
機
に
、
今
津
徳
之
助
、
大
沢
半
之
助
ら
が
中
心
に

「
交
誼
会
」
を
結
成
し
た
。
幸
手
町
の
大
同
派
演
説
会

(
19

)

で
も

「
蘭
交
会
」

が
生
ま
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
動
向
を
、
新

聞
は

「
抑

も
同

県
下

ハ
是
迄
改
進
党

の
巣
窟
と
な
り
、

旧
自
由
党

の
如

き

ハ
稀

に
在

る
所

に
し

て
、
仮
令
ば
県
会
議
員

の
如

き
も
、
過
般
改
進
党

の
人
に
占

め
ら
れ
し
が
、
当
春
以
来
、
同
県
倶
楽
部

(埼

玉
倶

楽
部
)
発
起
人
責

の
力
振

り
て
形
勢
頓
三

交
し
・
至
る
所
佳
く
所
大
同
派
の
発
興
せ
ざ
る
㌔

」
と
伝

え
て
い
た
・
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注
(1
)

「国
民
之
友
」
第
三
四
号

一
七
二
ペ
ー
ジ

(2
)

東
雲
新
聞

明
治
二
二
年
二
月
六
日
社
説

「
明
治
二
十

一
年
記
事
」

(3
)

東
雲
新
聞

明
治
二
二
年

一
一
月
二
九
日
社
説

「
自
由
党
員
諸
子
の
大
会
に
就
て
」

(4
)
、
(5
)

東
雲
新
聞

明
治
二
二
年
三
月
二
六
日
雑
報

(6
)

東
京
公
論

明
治
二
二
年
三
月
三

三
日
…雑
報

「東
京
有
志
懇
親
会
の
景
況
」

(7
)
、
(8
)

明
治
政
史

下
巻
六
九
、
七
〇
ペ
ー
ジ

(9
)

毎
日
新
聞

明
治
二

一
年
五
月

一
一
日
広
告

(10
)

毎
日
新
聞

明
治
二

一
年
九
月

一
八
日
雑
報

(11
)

「
政
論
」

第

=

号

五
九
ペ
ー
ジ

(12
)

川
上
参
三
郎

「故
矢
部
忠
右
衛
門
君
之
小
伝
」
埼
玉
平
民
雑
誌

第

一
号

四
〇
ペ
ー
ジ

(31)又耀

㌶

纏

灘

㌶

翼

一麟

。賢

罐
舗

霞

獄鞍

訓蜘疏騨

鵠
齢
蕪

鷲

㌔

は
矢
部
、
野
口
、
根
岸
、
三
上
、
小
和
瀬
、
白
石
、
阪
、
武
正
、
吉
田
、
小
沢
、
星
野
の
ほ
か
近
藤
圭
三
、
川
上
参
三
郎
、
辻
村
共
之
ら
が
加
盟

し
た
。
(「東
京
倶
楽
部
人
名
」
河
野
広
中
家
文
書
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
)

(14
)

東
雲
新
聞

明
治
二
二
年
四
月
九
日
雑
報

「埼
玉
の
演
説
並
に
懇
親
会
」

(15
)

「
埼
玉
倶
楽
部
規
約
」
入
間
市
志
茂
町
二
丁
目

横
田
半
三
家
文
書
、
な
お
こ
の
規
約
は
前
述
し
た
原
又
右
衛
門
の
名
に
よ
る

「埼
玉
輿
論
会
」

(?
)

の
県
会
議
員
日
当
増
額
問
題
批
判
の

「
勧
告
状
」
に
貼
付
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
た
。
埼
玉
輿
論
会
衆
の
下
に
は
原
の
ほ
か
吉
田
、
口
村
の
朱
印
が

お
し
て
あ
り
、
勧
告
は
原
個
人
の
も
の
で
は
な
く
、
埼
玉
倶
楽
部
の
結
成
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

(16
)

絵
入
自
由
新
聞

明
治
二
二
年
六
月
四
日
雑
報

「
埼
玉
県
熊
谷
通
信
」

(17
)

東
西
新
聞

明
治
二
二
年
四
月

一
六
日
雑
報

「
大
沢
演
説
会
並
に
井
上
氏
の
雄
弁
」

(18
」

絵
入
自
由
新
聞

明
治
二
二
年
五
月
二

一
日
雑
報

「埼
玉
県
下
の
政
況
」

(19
)

絵
入
自
由
新
聞

明
治
二
二
年
六
月

一
八
日
雑
報

「埼
玉
県
幸
手
町
政
談
演
説
会
の
景
況
」

(20
)

(18
)
に
同
じ



条
約
改
正
建
白
運
動
と
諸
政
社

埼
玉
倶
楽
部
が
大
会
を
開
き
、
名
実
と
も
に
政
社
的
な
親
睦
結
社
と
し
て
旗
上
げ
を
完
了
し
た
六
月
は
、
前
外
相
井
上
馨
よ
り
ひ
き
つ

い
だ
大
隈
外
相

に
よ
る
条
約
改
正
交
渉
の
内
容
が
、
国
内
に
明
ら
か
に
な

っ
た
時
期

で
あ

っ
た
。
.

大
隈
改
正
案
は
四
月

一
九
日
に
、

ロ
ン
ド
ン
の
タ
イ
ム
ス
紙
上
に
掲
載
さ
れ
、
五
月
三

一
日
に
そ
の
訳
文
が

「
日
本
」
紙
上
に
掲
載
さ

れ
国
内
に
伝
え
ら
れ
た
。
条
約
改
正
交
渉
は
米
、
英
、
仏
な
ど
に
つ
い
で
六
月

一
一
日
に
は
独
と
調
印
し
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど

の
調
印
を
の
こ
し
大
詰
め
を
む
か
え
て
い
た
。
国
内
で
は
報
知
を
は
じ
め
と
す
る
改
進
党
系
の
新
聞
紙
が
大
隈
を
賞
賛
す
る
記
事
を
掲
げ

て
宣
伝
し
た
た
め
、
こ
れ
に
対
立
す
る
大
同
団
結
派
は
、
そ
の
内
容
を
批
判
す
る
反
対
運
動
に
立
ち
上
る
に
い
た

っ
た
。
東
京
新
報
は
論

説
上
で
条
約
改
正
の
実
を
か
ち
と
る
た
め
に
は
、
純
然
た
る
自
主
権
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
内
容
の
不
備
を
指
摘
し
た
た

め
発
行
停
止
処
分
を
う
け
た
。

条
約
改
正
中
止
の
運
動
に
、
最
初
に
立
上

っ
た
の
は
大
同
派
の
な
か
で
も
大
同
協
和
会
の
人
々
で
あ
る
。
東
京
本
部
詰
の
斎
藤
珪
次
、

林
包
明
、
黒
岩
周
六
ら
の
大
同
協
和
会
員
が
、
条
約
改
正
中
止
の
建
白
書
を
起
草
し
、
六
月

の
月
次
会
で
字
句

を
修

正

し
、
渡
辺
小
太

郎
、
小
久
保
喜
七
を
捧
呈
委
員
に
選
出
し
、
元
老
院
に
提
出
し
た
の
は
七
月
七
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
同
会
系
の
壮
士
、
南
埼
玉
郡
荻
島

村
出
身

の
川
上
参
三
郎
も
ま
た

=
二
日
に
、
元
老
院
に
出
頭
し
改
正
中
止
建
白
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
時
期
、
大
同
協
和
会
に
属
す
る
関

東
派
の
各
地
に
、
本
部
か
ら
遊
説
員
が
派
遣
さ
れ
運
動
の
推
進
を
督
促
し
て
い
る
。
遊
説
員
持
田
若
佐
は

一
一
日
に
東
京
を
発
し
、
栃
木

町
で
同
志
に
東
京
有
志
の
建
白
の
趣
旨
お
よ
び
手
続
法
を
伝
え
て
建
白
の
約
束
を
と
り

つ
け
、

一
二
日
に
は
宇
都
宮
町
の
下
野
倶
楽
部
に

有
志
者
を
集
め
て
建
白
の
手
筈
を
き
め
、

=
一一日
に
は
前
橋
の
上
毛
民
会

で
打
合
わ
せ
、

一
四
日
に
浦
和
の
埼
玉
倶
楽
部
で
有
志
と
相
談

し
た
。

こ
の
と
き
埼
玉
倶
楽
部

の
林
包
明
、
斎
藤
珪
次
、
矢
部
其
他
数
名

の

「有
志
諸
氏

ハ
、
東
西
奔
走
し
て
已
に
浦
和
、
蕨
、
大
宮
、

T
)

与
野
等
の
町
村
よ
り
建
白
す
る
運
び
に
至
」

っ
て
い
た
と
い
う
。
東
京
本
部
の
建
白

に
埼
玉
倶
楽
部
員
斎
藤
、
林
を
含

ん

で
い
た

こ
と

が
、
県
下
の
対
応
を
早
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
止
運
動
の
発
生
に
と
も
な
い
倶
楽
部
組
織
も
強
化
さ
れ
る
。
当
時
の
県
下

の
状
況

は
、

「条
約
改
正
中
止
の

一
件
に
付
て
ハ
、
各
部
と
も
そ
の
中
止
を
建
白
す
る
由

な

る
が
、
林
包
明
氏
が
同
県
下
入
間
郡
扇
町
屋
、
黒
須
、
川

越
を
始
め
、
小
谷
田
村
、
勝
楽
寺
村
等
の
地
方
を
巡
遊
せ
し
に
大
に
民
心
を
奮
起
し
、
各
地
方
と
も
不
日
其
筋

へ
向

っ
て
建
白
書
を
呈
出
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22年 中

数

第6表 ,地方別府県別条約改正建白数

＼
地方別 ＼ =＼

＼＼

9刀30「1ま で

杣 建司 断罐 司 総 数

0

0

6

6

9

0

5

1

0

7

3

6

4

3

6816222217106372

堀
ー

蛎
-

皿

0

4

9

3

5

0

5

5

5

2

1

1

3

9

535111116413

0

8

2

4

0

6

7

1

0

0

2

8

2

9

14621

0

26

7

9

5

4

8

14

5

53

39

23

11

30

4

皿
-

計合

道

北

城

木

馬

玉

葉

東

川

計

部

畿

国

国

州奈海茨栃群埼千束神合

/

、/、

北

東

関

東

中

近

中

四

九

東雲新聞 明治23年1P7日 雑報明治政史 第22偏

す
る
運
び
に
至
り
、

又
浦
和
に
あ
る
埼

玉
倶
楽
部

に

て
も
目
下
建
白
書

の
起
草

に
取
か
か
り
、
大
島
、
高

橋
、
宮
崎

の
諸
氏
専

ら
尽
力
中
な
る
が
、
同
倶
楽
部

に
て

ハ
ホ
層

一
層

の
隆
盛
を
謀

る
為

め
、
今
般
新

た

に
幹
事

の
外
、
月
番
委
員
な
る
も

の
を
設
け
、
来
月

よ
り
順
次
其
霧

に
当
る
L

こ
と
に
な
乏

・

一
方
、
中
央
に
お
け
る
条
約
改
正
問
題
を
め
ぐ
る

動
き
も
活
発
化
し
、

一
四
日
に
改
進
党
は
新
宮
座
に

政
談
大
演
説
会
を
開

い
て
条
約
改
正
中
止
論
に
反
駁

し
、
改
進
党
も
ま
た
本
部
の
有
力
者
を
全
国
に
遊
説

さ
せ
、
大
同
派
と
対
抗
し
て
条
約
改
正
断
行
建
白
の

運
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
大
同
派
も
二

八
日
に
は
千
歳
座
に
二
〇
〇
〇
余
名
の
聴
衆
を
集
め

て
、
改
正
中
止
の
政
談
大
演
説
会
を
開
い
て
対
抗
し

た
。
そ
の
後
、
大
同
協
和
会
は
大
同
倶
楽
部
と
と
も

に
保
守
中
正
派
、
熊
本
紫
漠
会
、
福
岡
玄
洋
社
な
ど

の
国
権
派
と
結
ん
で
改
正
反
対
運
動
を
展
開
す
る
。

こ
う
し
て
七
月
に
は
じ
ま

っ
た
建
白
運
動
は
、
八
月

か
ら
九
月
で
さ
ら
に
発
展
し
、

一
〇
月
の
大
隈
外
相

負
傷
時
の
直
前
に
は
ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
全
過
程
を
府
県
別
の
建
白
数
で
み
れ
ば
第
六

表
の
よ
う
に
な
る
。
建
白
数
か
ら
云
え
ば
こ
の
運
動
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は
、
関
東
地
方
を
中
心
に
中
部
、
東
北
地
方

で
熱
心
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
九
月
三
〇

日
ま
で
の
建
白
数

で
み
れ
ば
、
栃
木
、

埼

玉
県

の
ほ
か
兵
庫
、
静
岡

、
宮
城
、
石

川
、
愛
媛

の
各
県

に
断
行
建
白
が
多

か

っ
た
ほ
か
は
、

い
ず
れ
も
中
止
建
白
数

が
断

行
建
白
数

を
上
廻
わ

っ
た
。
建
白
署
名
者
数
も
断
行
建
白

よ
り
中
止
建
白

の
方

が
多
く
、
全
国
断
行
建
白
総
数

一
二
〇
件

の
署
名
者
六
七
五
九
人
に

対
し
、
中
止
建
白
総
数

一
八
五
件

の
署
名
者
は
五
万
六
八
五
七
人
に
達
し

て
い
る
。

一
件
当
り

の
署
名
者
は
断
行
建
白
五
六
人
余
、
中
止

建
白
三
〇
七
人
余

で
あ
る
。
全
国
的
に
件
数
、
署
名
者
と
も
に
大
同
派
を
中
心
と
す

る
中
止
建
白
が
圧
倒
し

た
こ
の
運
動

に
お

い
て
、
関

(
3

)

東
地
方
は
栃
木
県
を
極
端
な
例
外
と
し
て
、
埼
玉
県
も
ま
た
改
進
党
系
の
断
行
建
白
の
多
い
県
で
あ

っ
た
。

埼
玉
県
に
お
け
る
建
白
運
動
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
質
に
気
づ
く
。
最
初
に
建
白
し
た
の
は
七
月
二
九
口
の
埼
玉

倶
楽
部
で
あ
る
。

こ
の
日

「埼
玉
倶
楽
部

ノ
建
白
書

ヲ
高
橋
安
爾
、
矢
部
忠
右
衛
門
、
吉
田
茂
助
三
民
惣
代
ト
シ
テ
上
京
、
元
老
院

二
提

(
4

)

(5

>

出
」
し
た
。
翌
日
に
は

「浦
和
町
近
傍

の
有
志
者
」
が
元
老
院
に
提
出
し
た
が
、

ご
の
代
表
、
署
名
者
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
現

在
判
明
し
て
い
る
県
下
の
建
白
状
況
を
表
示
す
れ
ば
第
七
表
の
よ
う
に
な
る
。
中
止
建
白
は
総
数

一
三
件
、
う
ち
九
月
三
〇
日
ま
で
に
は

六
件
で
あ
る
。
第
六
表
に
よ
れ
ば
四
件
で
あ
る
。
二
件
多
い
の
は
八
月
二
日
な
い
し
五
日
の
総
代
不
明
の
建
白
と
関
係
す
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
史
料
に
は
建
白

日
が
明
確
に
別
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
六
件
と
数
え
て
お
く
。
九
月
三
〇

日
ま
で
に
中
止

建
白
六
件
、
断
行
建
白
も
六
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
後
は
圧
倒
的
に
中
止
建
白
が
多
い
。

一
二
月
に
は
比
企
横
見
郡
有
志
が
鈴
木
善

恭
、
金
子
正
俊
を
総
代
と
し
て
中
止
建
白
を
準
備
し
な
が
ら
、
結
局
は
改
正
延
期

の
政
治
状
況
か
ら
見
送

っ
て
お
り
、
こ
の
件
も
含
め
る

と
更
に
多
く
な
る
。
埼
玉
県
の
建
白
運
動
も
件
数
、
署
名
数
と
も
圧
倒
的
に
旧
自
由
党
系
の
大
同
派
が
主
導
し
た
の
で
あ

っ
た
。

埼
玉
倶
楽
部
を
中
心
と
す
る
中
止
建
白
運
動
は
、
運
動
そ
れ
自
体
が
同
倶
楽
部
の
組
織
強
化
、
拡
大
の
途

で
も
あ

っ
た
。
八
月
三
日
、

熊
谷
町
に
開
か
れ
た
政
談
大
演
説
会
は
川
上
参
三
郎
、
三
島
信
之
助
ら
が
、
県
下
の
政
治
運
動
の
担

い
手
と
し
て
の
青
年
倶
楽
部
設
置
の

意
図

で
開
催
さ
れ
、
彼
ら
は
武
正
美
三
郎
、
原
又
右
衛
門
ら
と
共
に
弁
士
と
し
て
県
下
青
年
の
団
結
を
力
説
し
た
。
こ
の
会
で

「
青
年
会

(
6

)

ハ
広
く
青
年
と
結
合
し
、
毎
月

一
回
県
下
各
地
に
於

て
、
政
談
演
説
会
を
開
く
こ
と
に
決
定
」
し
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
青
年
倶
楽
部
は

発
起
人
が
埼
玉
倶
楽
部
員
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
大
同
派
の
先
頭
的
活
動
家
の
育
成
が
目
的
で
あ

っ
た
。

青
年
層

へ
の
呼
び
か
け
と
と
も
に
、
埼
玉
倶
楽
部
傘
下
の
地
域
組
織
も
ま
た
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
蘭
交
会
の
場
合
を
み
れ
ば
、
幸

手
、
杉
戸
、
八
代

の
三
カ
所
に
毎
月
輪
番

で
政
談
演
説
会
を
開
き
、
八
月
二
六
日
の
杉
戸
演
説
会
で
林
包
明
、
近
藤
圭
三
、
原
又
右
衛
門
、
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第7表 埼玉県下の条約改正中止 ・断行建白表

(明治22年 〉

＼
提 出
月 日

提出先 建 白 総 代 署名地域 ・団体
署 名
者 数

7月28R 元老院 矢部忠右衛門 ・高橋麦雨 埼玉倶楽部 不 明

7.30 ノ' 不 明 浦和町近傍 〃

8.2 〃 ノノ 足立郡有志 〃

中 8.5 〃 〃 埼玉県有志 〃

8.16 〃 斎藤 珪次 ・白石 太平 北足立郡有志 〃

止 9.10 〃 山口栄三郎 ・山岡又五郎 蕨宿倶楽部 〃

10.1 〃 野口 襲 ・須田 定治 北中葛飾 ・南埼玉郡有志 150余 名

建 10.8 〃 大島 寛爾 ・後藤 富哉 北足立ほか6郡 有志 237名

10.8 〃 川島藤之助 ・花候 智 北足立郡有志 ユ00余名

白 10.15 〃 川辺太三郎 ・森甲子之助 榛沢 ・男食 ・榛羅郡有志 50余 名

10.16 〃 秋庭 元興 ・秋庭 八郎 横見郡有志 150余 者

10.18 〃 西崎町太郎 ・中島常三郎 北足立 ・北埼玉 ・横見郡 百数十名

10.25 内務大臣 小野 礼次 ・高田 路蔵 榛沢 ・榛羅郡有志 237名

断

行

建

白

8月8

8.9

8.30

9.3

9.20

9.25

10.15

元老院
〃

〃

〃

〃

県 庁

元老院

飛鳥川勘兵衛・栗村安兵衛 鴻巣倶楽部

高橋荘右鯛 ・疎 弥書 籍 妾'繭 玉'北 葛食市

三須文右衛門 菖蒲町ほか6力 村有志

三沢常次郎 ・加藤隆次郎 足立倶楽部

田中唯一郎 横見 ・比企郡有志

荒井利根松 ・湯本 新蔵 児玉郡有志

片岡勇三郎・遠山甚右衛門 入間 ・比企郡有志

24名

45名

数10名

70余 名

100余 名

絵 入 自由 ・東雲 ・朝野 ・毎 日 ・東西の各新 聞 国民之友

野
沢
市
十
郎
ら
の
演
説
後
、
懇
親
会
を

開
き
条
約
改
正
中
止

の
建

白

を
決

定

し
、起
草
者
に
野
口
袈
、
そ
の
捧
呈
委
員

に
野
口
と
須
田
定
治
を
選
出
し
た
。
署

名
者
は
各
町
村
の
惣
代
三
、
四
名
が
調

印
し
た
と
い
う
。
横

見

郡

の
如

く
、

「
改
進
党
員

ハ
中
止
説
を
唱
ふ
る
者

ハ

地
方
無
頼
の
徒
な
り
と
い
へ
ど
、
同
地

方
の
中
止
論
者

ハ
村
長
助
役
及
び
村
会

(
7

)

議
員
豪
農
豪
商

の
み
」

と
云
わ
れ

る
よ

よ
う
に
、
地
域
輿
論

の
担

い
手

や
代
表

者

が
署
名
人

で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
た

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に

つ
け

て
も
、
改
進
党
系

の
断

行
建
白

の
署
名
者

が
旧
自
由
党
系

の
中

止
建
白

の
署
名
者

よ

り

少

な

い
現

実

は
、
埼
玉
県

の
場
合
も
全
国
的
傾
向
と

同
様

で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
双
方

の

運
動
者
も
対
象
者
も

や
や
異

っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ

る
。
当
時

の
運

動
家

に

つ
い
て
、
「
改
進
党

と

大

同

団

結
と
は
各

々
中
等
社

会
を
目
的
に
す
れ
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と
も
、
改
進
党

の
中
等
社
会
は
幾
分
か
豪
商
豪
農
に
偏
し
易
く
、
大
同
団
結
は
寧
ろ
甚
だ
世
の
所
謂
有
志
家
壮
士
に
偏
し
易
」
か

っ
た
と

い
う
。

つ
ま
り
中
止
論
者
を
地
方
無
頼

の
徒
と
き
め

つ
け
る
改
進
党
系
の
運
動
者
と
対
象
者
は
各
地
の
上
層
の
豪
農
商

に
多
く
、
中
止
論

者

の
な
か
で
も
旧
自
由
党
系

の
人
々
は
小
豪
農
と
そ
れ
以
下
な
い
し
代
言
人
、
新
聞
記
者
、
各
県
の
青
年
層
が
主
で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け

に
現
実

の
政
治
行
動
に
お
い
て
も
、
動
き
の
鈍
い
改
進
党
系
勢
力
に
対
し
、
旧
自
由
党
系
勢
力
は
行
動
的
で
あ
り
、
中
止
書
白
書

へ
の
署

名
人
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
建
白
件
数
も
断
行
建
白
を
圧
倒
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
建
白
運
動
は
、
従
来
か
ら
県
内
に
結
成
さ
れ
て
い
た
政
治
的
親
睦
結
社
単
位
で
行
な
わ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
演
説
活
動

を
通
じ
て
新
た
な
結
社
を
生
み
な
が
ら
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
明
治
二
二
年
当
時
の
、
県
下
に
お
け
る
諸
政
社
は
第
八
表
の
よ

う
に
な
る
。
こ
の
う
ち
鴻
巣
倶
楽
部
、
埼
葛
倶
楽
部
、
三
郡
倶
楽
部
、
足
立
倶
楽
部

の
ほ
か
、
大
同
系
の
埼
玉
倶
楽
部
、
蘭
交
会
、
蕨
宿

倶
楽
部
な
ど
主
要
な
結
社
は
い
ず
れ
も
結
社
単
位
で
建
白
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
と
く
に
埼
玉
倶
楽
部
は
こ
の
運
動
を
通
じ
発
展
し
、
名

称
も

「埼
玉
県
倶
楽
部
」
と
改
称
さ
れ
る
。

一
〇
月
二
七
日
、
不
動
岡
総
願
寺
に
開
か
れ
た
北
埼
玉
都
有
志
大
懇
親
会
の
席
上
、
発
起
人
惣
代
根
岸
貞
三
郎
は
議
案
を
提
出
じ
、
埼

玉
倶
楽
部
支
部
設
置
と
そ
の
運
動
方
針
を
は
か
り
、
出
席
者
の
賛
成
を
得
た
。
決
議
に
よ
れ
ば
不
動
岡
村
に
支
部
を
設
置
し
、
条
約
改
正

中
止
書
白
を
再
呈
す
る
こ
と
、
そ
の
準
備
委
員
に
堀
越
寛
介
、
斎
藤
珪
次
ら
を
選
び
、
更
に
本
年
度
県
会

へ
の
傍
聴
員
を
派
出
す
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
支
部
幹
事
に
は
岡
戸
勝
三
郎
、
新
井
鬼
司
、
根
岸
貞
三
郎
を
選
出
し
、
支
部
創
設
委
員
に
は
堀
越
、
岡
戸
、
根
岸
、
新

井
ら
の
ほ
か
小
沢
愛
次
郎
、
酒
巻
敬
之
助
ら
を
任
じ
た
。
も
と
も
と
旧
自
由
党
系
勢
力
の
強
か

っ
た
北
埼
玉
郡
に
、
ま
ず
支
部
設
置
を
決

め
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
動
き
に
応
じ
、

一
一
月
二
三
日
に
は
浦
和
玉
蔵
院
に
埼
玉
倶
楽
部
の
第
三
回
大
会
を
開
き
、
名
称
を
埼
玉
県
倶

(
9

)

楽
部

と
改
称
す
る
と
同
時

に
、

つ
ぎ

の
如
き
幹
事
と
常
議
員
を
選
出
し
た
。

幹
事

矢
部
忠
右
衛
門
、
岡

田
正
康
、
坂
泰

碩
、
野

口
襲
、
堀
越
寛
介
、
高
橋
安
爾
、
宮
崎
鍋

三
郎
、
斎
藤
珪
次
、
岡
戸
勝
三
郎
、

大
島
寛
爾

常

議
員

辻
村
共
之
、
林
包
明
、
岡

田
健
次
郎
、
石
村
善
兵
衛
、
大
木
金
右
衛
門
、
根
岸
貞

三
郎
、
持

田
直
、
鈴
木
善
恭
、
金

子
光

広
、
小
野
礼
次
、
新
井
啓

一
郎
、
井
上
源
賢
、
山
田
綱
太
郎
、
新
井
鬼
司
、
吉

田
茂
助
、
武
正
美

三
郎
、
清
水
権
兵
衛
、
青

木
源
十
郎
、
秋
庭
元
興
、
有
住
左
兵
衛
、

田
島
宰
作
、
堀
中
石
茂
、
飯
野
喜

四
郎
、
長
瀬
清

一
郎
、
清
水
宗
徳
、
大
島
善
兵
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第8表 埼玉県下の諸政社(明 治22年)

結 社 名 発 令 時 已 剛 域(本部) 中 心 人 物 已 白(政 党系列)

秩父協 会 21年3月 秩父郡 宮川四郎 (改進党系)

鴻巣倶楽部 21.7 鴻巣近傍 福島耕助 ・石田正 断行(〃)

川越倶楽部 21.11頃 ? (〃)

松山倶楽部 22.11 松山近傍 片岡勇三郎 (〃)

埼葛倶楽部 22.3 南埼玉 ・北葛飾郡 佐藤乾信 ・篠田清 〃(〃)

南部 嗣

三郡倶楽部 22.3.3 南埼玉 ・中葛飾 ・ 会田惣次郎 ・田中 断行(〃 〉
北葛飾郡 三郎右衛門

足立倶楽部 22.4.14 北足立郡桶川近傍 須田守三 ・矢部長
作

断行(〃 〉

埼玉倶楽部 22.4 全県(浦 和) 矢部忠右衛門 ・根 中止(大 同 派)
岸貞三郎

同 和 会 22.4 越ケ谷近傍 川上参三郎 ・大塚 (〃 〉

善兵衛

埼玉輿論会 22.4 全県(?) 原又右衛開 ・吉田 (〃 〉

茂助(?)

交 誼 会 22.5 行田町近傍 今津徳之助 ・大沢 (〃)
半之助

熊谷倶楽部 22.5 熊谷近傍 稲村貫一郎 ・石坂 (中 立 派)
金一郎

羽生倶楽部 22.5以 前 羽生町近傍 (大 同 派〉

西武倶楽部 22.5以 前 (秩父郡小鹿野町) (〃 〉

蘭 交 会 22.6以 前 杉戸 ・幸手地域 野 口襲 ・渡辺提 中止(〃)

蕨宿倶楽部 22.9以 前 蕨宿近傍 山口栄三郎 ・山岡 中止(〃)
又五郎

横見倶楽部 22,10以 前 横見郡 (?)

所沢倶楽部 2a10 入間郡所沢近傍 田中泰司 ・岩岡美
作

(大 同 派)

牙邪志 会 22.11 南埼玉郡北部 幹事長 内田立輔 (大同派?)
一

誓文家沢噺桑市生羽誌雑聞薪各の民愛牢梅帥綜野嘲西京　売読

衛
、
岩

岡
美

作
、
千
代

田
三

郎
、
檜
山
吾
省
、
平
野
清
三
郎

幹
事
三
名
、
常
議
員
六
名

で

は
じ
ま

っ
た
埼
玉
倶
楽
部
は
、

一
年
を
経
な
い
う
ち
幹
事

一
〇

名
、
常
議
員
三
〇
名
に
拡
大
し

た
。
県
下
全
域
の
有
力
者
を
網

羅
し
た
。

当
時

の
同
倶
楽
部
員
は
二
五

〇
余
名

で
あ

っ
た
と
い
う
。
埼

玉
県
会

の
監

視
、
支

部

の
設

置
、
郡
単
位
で
の
政
談
演
説
会

活
動

の
開
始
、
幹
事
常
議
員
の

強
化
な
ど
旧
自
由
党
系
結
社
と

し
て
の
埼
玉
県
倶
楽
部
は
、
名

実
と
も
に
全
県
的
規
模
に
飛
躍

す
る
契
機
と
な

っ
た
。

埼
玉
県
に
お
け
る
条
約
改
正

建
白
の
内
容
に
つ
い
て
は
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
断
行
論
、

中
止
論
と
も
恐
ら
く
中
央

の
改

進
党
本
部
、
大
同
協
和
会
の
考
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え
方
に
影
響
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
建
白
書
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
何
と
も
云
え
な
い
。
そ
こ
で
当
時
乙
の
問
題
を
も

っ
と
も
熱
心
に
主
張
し
た
報
知
新
聞
と
東
雲
新
聞
を
中
心
に
、
そ
の
論
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
者
は
改
進
党
の
断
行
論
を
主
張
し
、

後
者
は
大
同
協
和
会
系
の
中
止
論
を
代
弁
し
た
の
で
あ
る
。

条
約
改
正
に
関
す
る
賛
成
、
反
対
両
派
の
主
張
点
を
要
約
す
れ
ば
、
①
領
事
裁
判
権
の
存
廃
問
題
、
②
海
関
税

の
制
限
問
題
、
③
外
国

人
の
内
地
雑
居
の
認
可
不
認
可
問
題
、
④
動
産

・
不
動
産
所
有
権
の
認
可
、
不
認
可
問
題
、
⑤
外
人
の
国
内
旅
行
問
題
と
な
る
。
両
者
の

対
立
は
と
く
に
①
～
④
で
表
面
化
し
た
。
領
事
裁
判
権

(11
治
外
法
権
)
は
現
行
上
は
諸
外
国
に
認
め
ら
れ
、
日
本

の
法
律
が
お
よ
ぼ
な

い
た
め
不
平
等
条
約
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
早
く
か
ら
撤
廃
が
叫
ば
れ
て
い
た
。
改
正
案
は
こ
の
無
期
限
の
領
事
裁
判
権
を
、
今
後
五

年
間
に
限
り
存
続
を
認
め
、
か
わ
り
に

一
二
年
間
の
外
国
人
裁
判
官
の
任
用
と
、
新
し
い
民
法
は
翻
訳
し
て
外
国
人
に
知
ら
し
め
る
こ
と

を
認
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
断
行
論
は
五
年
後

の
治
外
法
権

の
回
復
と
、

一
二
年
後

の
外
人
法
官
の
解
雇
に
よ
る
全
く
の
日
本
法
官
の
任

用
を
主
張
し
て
、
漸
進
な
が
ら
の
改
正
案

の
画
期
的
性
格
を
た
た
え
た
。
こ
れ
に
対
し
中
止
論
は
領
事
裁
判
権
の
即
時
撤
廃
と
、
外
国
人

の
法
官
任
用
は
天
皇
の
統
治
権
を
規
定
し
た
憲
法
に
違
反
し
て
お
り
、
国
内
法
を
外
人
に
示
す
こ
と
は
国
内
干
渉
を
許
す
も
の
と
し
て
改

正
案
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
治
外
法
権
の
即
時
無
条
件
回
復
が
中
止
論
者
の
主
張
で
あ

っ
た
。

治
外
法
権
と
と
も
に
不
平
等
条
約

の
支
柱
と
な

っ
て
い
た
海
関
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
案
は

一
二
年
間
の
期
限
を
定
め
、
条
約
締
結
と

同
時
に
、
関
税
率
の
三
倍
以
上
の
改
正
を
認
め
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
断
行
論
者
は
関
税
自
主
権
の
回
復
も
漸
次
的
な
が
ら
有
期
間
と

し
た
点
、
さ
ら
に
関
税
率
の
改
正
に
と
も
な
う
増
収
分
四
〇
〇
万
円
と
、
こ
れ
に
よ
る
関
税
保
護
下
に
生
み
出
さ
れ
る
国
内
営
業
者
よ
り

の
増
収
分
三
〇
〇
万
円
の
合
計
七
〇
〇
万
円
が
、
締
結
と
同
時
に
保
証
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
新
歳
入
を
地
租
軽
減
の
原
資
に
ま
わ
す
こ
と

の
で
き
る
点
を
評
価
し
た
。
中
止
論
者
は
こ
れ
に
対
し
、
関
税
自
主
権
の
即
時
回
復
を
主
張
し
、
地
租
軽
減
の
原
資
は
あ
く
ま
で
政
費
節

減
に
求
め
て
い
た
。
内
地
雑
居
問
題
は
雑
居
の
自
由
を
認
め
た
改
正
案
に
対
し
、
中
止
論
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
で
不
認
可
を
主
張
し

た
の
で
あ
る
。
外
人
の
不
動
産
所
有
に
も
反
対
す
る
中
止
論
者
は
、
条
約
改
正
問
題
を
も

っ
ぱ
ら
国
権
損
傷
問
題
と
し
て
反
対
す
る
保
守

派
を
除
け
ば
、
国
権
問
題
と
し
て
反
対
し
な
が
ら
も
、
地
方
経
済
の
混
乱
を
恐
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
内
地
雑
居
と
不
動
産
所
有

の
公
認
は
、
外
資
導
入
に
よ
る
地
方
産
業
の
没
落
と
、
外
人
に
よ
る
土
地
所
有

の
独
占
を
恐
れ
た
か
ら
で
、
い
ま
だ
地
主
的
立
場
を
確
立

し
得
ぬ
小
豪
農
と
、
地
方
的
小
産
業
の
担
い
手

の
懸
念
が
そ
の
背
景
を
な
し
て
い
た
。

169



税
権
、
法
権
の
即
時
無
条
件
回
復
の
主
張
は
、
天
皇

の
総
覆
す
る
司
法
権
に
外
人
参
与
の
不
可
を
説
き
、
編
纂
法
典

の
内
容
を
外
国
に

示
す
は
、
わ
が
国
の
独
立
の
大
権
を
犯
す
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
保
守
派
同
様
に
国
権
擁
護
に
の
め
り
こ
み
、
大
隈
外
相

の
主
導
す
る

政
府
を
擁
護
す
る
改
進
党
と
は
異

っ
た
立
場
か
ら
、
国
家
擁
護
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
限
り
民
権
的
要
求
は
後
退
し
、
改

進
党
系
の
人
々
よ
り
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
建
白
運
動

で
地
租
軽
減
、
言
論
集
会
の
自
由
の
要
求
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
戦
争
に

よ
り
勝
利
し
た
時
点

で
も
な
け
れ
ば
実
現
し
そ
う
に
な
い
即
時
無
条
件
回
復
論
が
、
ゴ
リ
押
し
さ
れ
た
感
が
な
い
で
は
な
い
。
だ
が
・
建

白
自
体
は
改
正
中
止
論
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
と
は
云
え
、
政
費
節
減
に
よ
る
地
租
軽
減
と
、
地
方
経
済

の
安
定
的
成
長

へ
の
期
待
が
そ
の
背

景
委

し
た
の
で
あ

.
た
。
屡

説
を
軽
減
し
農
業
を
改
良
せ
バ
其
利

ハ
厚
か
る
べ
し
。
内
治
雲

叢

せ
ざ
る
含

融

」
・
外
人
に
土

地
所
有
権
を
与
え
る
が
如
き
改
正
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
地
主

へ
の
転
生
を
開
始
し
た
地
方
小
豪
農
層

の
外
交
認
識

の
帰

結

で
あ

っ

た
。〈((_((((((i主

10987654321
))))))))))

絵
入
自
由
新
聞

、
明
治
二
二
年
七
月

一
六
日
雑
報

「
持
田
若
佐
氏
遊
説
の
概
況
」

絵
入
自
由
新
聞

・
明
治
二
二
年
七
月
一
=

日
雑
報

「
埼
玉
県
下
に
於
け
る
条
約
改
正
中
止
の
建
白
」

拙
稿

「大
同
団
結
運
動
と
条
約
改
正
問
題
」
明
大
人
文
研
究
所
年
報

一
八
号

飯
野
喜
四
郎

「
手
控
」
県
立
文
書
館

飯
野
家
文
書

「
国
民
之
友
」

第
五
九
号

時
事
日
記

絵
入
自
由
新
聞

明
治
二
二
年
八
月
六
日
雑
報

「
武
州
熊
谷
町
青
年
大
湊
読
会
」

絵
入
自
由
新
聞

明
治
二
二
年

一
〇
月

一
七
ロ
新
報

「
非
条
約
建
白
」

「
国
民
之
友
」

第
四
〇
号

一
〇
ペ
ー
ジ

東
西
新
聞

明
治
二
二
年

一
一
月
二
七
口
雑
報

「
大
会
、
演
説
、
懇
親
会
」

東
雲
新
聞

明
治
二
二
年

一
〇
月
二
日
社
説

「
外
人
ハ
果
し
て
日
本
の
土
地
を
買
占
め
ざ
る
平
」

む

す

び
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埼
玉
県

に
お
け
る
大
同
団
結
期

の
政
治
運
動
を
地
域
的
に
概
観
す
れ
ば
、
中
西
武
地
域

の
改
進
党

に
対
し
、
東
北
武
地
域

の
大
同
派

と



く
に
大
同
協
和
会
と
に
二
大

別
さ
れ
る
。

一
〇
年
代

の
民
権
運
動
期

の
地
域
的
特
色
を
基
本
的
に
継
承
し
な
が
ら
、

こ
の
時
期
末

に
は
自

由
党
は
南
埼

玉
、
入
間
地
域

で
伸
長
す
る
。
入
間
地
域

は
粕
谷
義

三
の
帰
国
と
、
衆
議
院
議
員
選
挙

に
お
け
る
改
進
党

の
輸
入
候
補
高

田

早
苗

へ
の
反
発

が
自
由
党

に
有

利

に
作

用
し

た
が
、
南
埼
玉
郡

で
は

つ
ぎ

の
よ
う
な
事
情

が
あ

っ
た
と
い
う
。

明
治
二
三
年

の
水
害
に
よ
る
地
租
補
助
問
題

で
、
被
害

の
激

し
か

っ
た
岩
槻
粗
壁
以
北

の
地

は
有
力
者

を
中
心
に
積
極
的
運
動
を
展
開

す

る
。
各
戸

よ
り
人
足
を
出
し
県
庁

へ
強
訴
を
決
行

し
、
知
事

に
面
会
を
求

め
て
実
情

の
請
願
を
試
み
た
が
、

こ
の
と
き
知
事

と
被
害
民

と

の
間

に
は

い

っ
て
調
停

し
た
の
が
自
由
党
員
大
島
寛
爾

で
あ

っ
た
。

ほ
ぼ
農

民
側

の
要
求

に
そ

っ
て
決
着

し
た
こ
の
事
件

で
、
調
停

に

感
謝
し
た
餐

は
、
大
島
に
礼
を
露

意
味
で
畠

党
に
加
盟
し
た
と
い
駕

こ
れ
・り
の
人
々
を
墓

に
、
二
三
年
の
干
支
に
ち
な
ん
で

結
成
し
た
の
が
庚
寅
倶
楽
部

で
あ

っ
た
。
庚
寅
倶
楽
部
は
そ
の
後
、
南
埼
玉
郡
の
中
心
的
な
政
社
と
し
て
自
由
党
勢
力

の
伸
長
に
大
き
な

役
割
を
果
す
、
郡
内
の
み
な
ら
ず
県
下
の
自
由
党
勢
力
伸
長
の
鍵
を
握

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
件
は
単
に
大
島
個
人
の
功
労
の
問
題
で
は
な
く
、
地
租
問
題
の
先
頭
に
当
時
の
自
由
党
系
の
人
々
が
立

っ
て
い
た
こ
と
と
関
係

す
る
。
そ
の
詳
細
な
分
析
は
別
稿
に
譲
る
が
、
地
租
問
題
は
ま
た
大
同
団
結
期
を
通
じ
て
地
域
の
重
要
問
題
で
あ

っ
た
。
埼
玉
県
政
を
め

ぐ
り
生
起
し
た
諸
種
の
事
件
は
、
官
と
民
と
の
対
立
も
ま
た
議
会
内
党
派
の
対
立
も
、
い
ず
れ
も
地
租
同
様
に
地
方
税
軽
減
の
要
求
を
基

礎
と
し
て
発
生
し
、
議
会
内
に
お
け
る
自
由
党
勢
力
の
伸
長
が
、
議
会
外
の
政
治
運
動
と
結
ん
で
こ
れ
を

一
層
助
長
し
た
。
県
会
に
県
下

世
論
の
反
映
を
主
張
す
る
旧
自
由
党
系
勢
力
は
、
県
会
を
自
治
の
砦
化
せ
ん
と
は
か

っ
て
監
視
を
強
め
て
お
り
、
妥
協
的
な
改
進
党
勢
力

に
対
抗
し
て
県
議
会
内
外

で
積
極
的
に
活
動
し
た
。

彼
ら
は
当
初
、
共
調
し
て
始
め
た
大
同
団
結
運
動
か
ら
、
三
大
事
件
建
白
運
動
の
さ
中
、
改
進
党

の
離
脱
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
運
動
を

発
展
さ
せ
、
大
隈
入
閣
に
よ
る
改
進
党
の
政
府
与
党
化
の
も
と
で
在
地
活
動
を
積
極
化
さ
せ
て
い
た
。
埼
玉
県
政
に
お
け
る
地
方
税
軽
減

の
動
向
は
、
三
大
事
件
建
白
期
に
お
け
る
岡
田
正
康
の
地
租
お
よ
び
地
方
税
軽
減
と
地
方
自
治
確
立
の
要
求
と
関
連
し
て
い
た
。
地
方
民

衆
の
生
活
的
要
求
を
地
方
自
治
の
確
立
に
よ
り
、
制
度
的
に
保
証
す
る
と
い
う
内
治
優
先
の
論
理
か
ら
、
直
接
的
に
は
国
権
擁
護
を
志
向

す
る
三
大
事
件
に
興
味
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
限
り
、
埼
玉
県
に
お
け
る
こ
の
運
動
は
書
生
や
壮
士
の
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
青
年
層
の
反
政

府
運
動
と
い
う
形
で
は
展
開
さ
れ
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
の
活
躍
の
舞
台
は
条
約
改
正
建
白
運
動

で
あ

っ
た
。

地
方
自
治
確
立
の
要
求
は
、
市
町
村
制
の
公
布

で
現
実
的
対
応
の
必
要
に
よ

っ
て
そ
の
正
念
場
を
迎
え
る
。
埼
玉
県
で
は
政
党
政
派
に
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関
係
な
く
有
志
者
は
市
町
村
制
研
究
会
お
よ
び
そ
の
後

の
憲
法
研
究
会
を
含
め
て
活
発
に
対
応
し
た
。
と
く
に
改
進
党
系
勢
力
は
積
極
的

に
研
究
会
活
動
を
進
め
な
が
ら
も
、
相
対
的
に
市
町
村
制
肯
定
論
を
主
張
し
、
原
理
的
研
究
態
度
と
相
ま

っ
て
こ
の
運
動
も
政
府
与
党
的

性
格
を
示
す
も
の
と
な

っ
た
。
旧
自
由
党
系
勢
力
は
研
究
活
動
よ
り
政
治
運
動
に
熱
心
で
、
折
か
ら
の
大
同
団
結
運
動
、
と
く
に
出
獄
者

中
心
の
自
由
党
再
興
派
と
も
云
う
べ
き
東
京
倶
楽
部
系

の
活
動
に
動
員
さ
れ
た
。

改
進
党
勢
力
が
全
県
下
連
合
の
組
織
を
も
た
ず
、
各
地
に
お
け
る
市
町
村
制
研
究
会
を
母
体
と
す
る
親
睦
的
政
社
化
を
推
進
し
た
の
に

対
し
、
旧
自
由
党
系
勢
力
は
全
県
規
模

の
埼
玉
倶
楽
部
を
結
成
し
、
大
同
団
結
運
動
の
進
展
に
応
じ
地
域
結
社
の
組
織
化
を
推
進
す
る

一

方
、
ま
た
埼
玉
倶
楽
部
自
体
の
組
織
強
化

・
拡
大
を
図

っ
て
い
っ
た
。
各

々
の
結
社
の
力
量
は
引
続
い
て
発
生
し
た
大
隈
外
相
の
条
約
改

正
案
を
め
ぐ
る
改
正
中
止

・
断
行
建
白
運
動
で
た
め
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
運
動
の
火
付
け
役
、
東
京
倶
楽
部
を
母
体
と
す
る
関

東
派
中
心
の
大
同
協
和
会
は
、
積
極
的
に
運
動
を
推
進
し
、
そ
の
傘
下
に
あ

っ
た
埼
玉
倶
楽
部
も
ま
た
部
員
を
動
員
し
て
参
加
し
、
改
進

党
系
諸
結
社
の
建
白
を
件
数

に
お
い
て
署
名
者
数
に
お
い
て
、
ま
た
熱
意
に
お
い
て
上
廻
わ
る
運
動
を
展
開
し
た
。
政
府
案
支
持
の
改
進

党
系
の
断
行
建
白
に
対
し
、
そ
の
撤
回
を
志
向
す
る
中
止
建
白
運
動
は
、

つ
い
に
大
隈
外
相

の
負
傷
と
重
な

っ
て
改
正
延
期
に
お
い
こ
む

が
、
国
権
問
題
と
し
て
保
守
派
と
合
同
し
、
直
接
に
生
活
権
擁
護
と
の
関
連
か
ら
改
正
問
題
を
と
ら
え
得
な
か

っ
た
弱

さ
を
も

ち

な
が

ら
、
他
方
で
は
地
租
軽
減
、
農
業
改
良
、
内
地
整
頓
11
地
方
自
治
確
立
の
要
求
は
お
ろ
し
て
い
な
か

っ
た
。
こ
れ
ら
運
動
の
要
求
と
限
界

と
は
、
そ
の
担
い
手
た
る
地
方
小
豪
農
層

の
性
格
に
由
来
し
て
お
り
、
地
租
補
助
問
題
も
同
様

で
あ

っ
た
。
さ
き
の
岡
田
の
請
願
も
、
ま

た
永
田
の
書
簡
も
相
対
と
し
て
細
民

へ
の
同
情
を
根
底
と
し
な
が
ら
も
、
直
接
的
に
は
府
県
会
議
員
の
選
挙

・
被
選
挙
権
を
も

つ
中
等
農

家

の
生
活
維
持

の
要
求
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
三
大
事
件
と
条
約
改
正
建
白
運
動
と
の
木
質
的
差
異
は
認
め
難

い
ば
か
り
で
な
く
、

東
北
武
蔵
水
田
地
帯
で
大
同
協
和
会
の
運
動
が
推
進
さ
れ
た
よ
う
に
、
貧
農
層
の
土
地
改
革
要
求
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。
地
主

へ
の
転
化
を
開
始
し
た
小
豪
農

の
政
府
収
奪
に
よ
る
地
主
的
基
盤
の
不
安
定
さ
ゆ
え
の
、
生
産
か
ら
遊
離
し
得
ぬ
い
ら
だ
ち
に
由
来
す
る

反
対
運
動
で
あ

っ
た
。
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(注

↓

青
木
平
八

「埼
玉
県
政
と
政
党
史
」

八
三
ペ
ー
ジ
、
城
南
隠
士

「埼
玉
県
政
党
表
裏
観
」
評
論

第

一
八
号

一
九

ペ
ー
ジ
。


